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③
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④
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公家
権
門
の
家
領
を
支
配
す
る
担
い
手
に
、
家
僕
を
中
心
と
す
る
家
政
機
構
が
あ
る
。
中
世
後
期
　
　
　
当
該
期
の
荘
園
支
配
の
本
質
は
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
て
で
き
る
だ
け
多
く
の
収
納
を
実
現
す
る
こ

の
九条
家
の
家
僕
は
、
「
御
番
衆
中
」
「
境
内
沙
汰
人
」
な
ど
と
い
わ
れ
、
諸
大
夫
級
と
侍
身
分
の
家
　
　
　
　
と
に
あ
る
。
こ
の
た
め
奉
行
・
上
使
は
し
ば
し
ば
家
領
に
下
向
し
、
代
官
・
在
地
勢
力
の
離
反
を
防

僕
か
ら
成
る
。
中
世
前
期
以
来
の
家
司
が
脱
落
す
る
過
程
で
、
九
条
家
家
門
と
の
主
従
関
係
を
強
め
　
　
　
ぎ
、
「
案
内
者
」
を
起
用
し
て
荘
務
の
協
力
者
と
し
た
。
家
僕
相
互
に
も
荘
務
遂
行
の
下
向
経
費
捻

た
家
僕
が
残
り
、
家
門
が
侍
身
分
の
家
僕
ま
で
も
直
接
統
括
す
る
体
制
に
変
質
し
た
。
家
門
と
家
僕
　
　
　
　
出
や
給
分
保
障
の
点
で
依
存
関
係
が
あ
り
、
こ
れ
が
家
領
相
互
の
並
行
支
配
を
支
え
た
。
ま
た
家
僕

の関
係
は
家
と
家
の
関
係
と
い
う
性
格
が
強
ま
り
、
中
世
後
期
の
九
条
家
家
僕
の
構
成
は
九
条
政
　
　
　
に
は
金
銭
の
「
秘
計
」
「
引
替
」
の
能
力
も
求
め
ら
れ
た
。
日
根
荘
の
よ
う
に
家
門
が
下
向
し
て
直

基
．
尚
経
期
に
一
定
の
確
立
を
み
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
務
支
配
を
行
う
場
合
に
は
、
家
門
と
複
数
の
家
僕
（
奉
行
ー
上
使
）
に
よ
る
支
配
機
構
が
整
備
さ
れ

　中
世
後
期
の
九
条
家
領
荘
園
と
い
え
ば
日
根
荘
が
よ
く
知
ら
れ
る
。
が
、
同
家
領
は
そ
れ
だ
け
で
　
　
　
　
る
。
政
基
の
日
根
荘
支
配
は
複
数
の
家
僕
に
支
え
ら
れ
、
ま
た
家
門
－
家
僕
の
主
従
関
係
は
荘
内
の

な
く
、
畿
内
・
西
国
に
複
数
存
在
し
、
ま
た
九
条
家
関
係
の
寺
院
の
所
領
も
畿
内
・
西
国
に
広
が
り
、
　
　
　
寺
僧
な
ど
に
も
広
げ
ら
れ
た
。
政
基
の
支
配
は
京
都
東
九
条
の
尚
経
を
頂
点
と
す
る
他
の
家
領
支
配

所
領
支
配
の面
で
九
条
家
へ
の
依
存
度
を
強
め
た
。
特
に
寺
院
所
領
の
錯
綜
す
る
東
九
条
御
領
（
境
　
　
　
　
と
も
関
連
し
て
お
り
、
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

内
）
で
は
九
条
家
「
本
役
」
賦
課
体
制
を
と
り
、
寺
院
所
領
の
家
領
化
が
進
ん
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
世
後
期
の
九
条
家
は
家
僕
編
成
の
主
従
制
を
強
化
し
た
が
、
地
域
領
主
化
し
た
の
で
は
な
く
、

　家
領
支
配
に
当
た
っ
て
は
諸
大
夫
級
の
家
僕
が
奉
行
、
侍
身
分
の
家
僕
は
主
に
上
使
に
任
じ
た
。
　
　
　
　
公
家
権
門
と
し
て
家
僕
の
荘
務
を
基
盤
に
複
数
所
領
の
収
納
維
持
を
志
向
し
た
の
で
あ
る
。

2
3
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は
じ
め
に

　
文
亀
元
（
一
五
〇
一
）
年
、
前
関
白
の
九
条
政
基
は
直
務
支
配
を
試
み
る
た
め
、

家
領
の
和
泉
国
日
根
荘
に
下
っ
た
。
「
家
門
御
下
向
」
と
し
て
有
名
な
、
荘
園
領
主

の

在
荘
支
配
の
典
型
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
荘
園
制
解
体
期
に
お
け
る
荘
園
支
配
の
一

形
態
1
1
残
存
し
た
荘
園
（
「
一
所
懸
命
の
所
領
」
）
に
対
す
る
経
営
支
配
の
努
力
と
評

　
　
　
　
　
（
1
）

価
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
の
時
期
、
日
根
荘
だ
け
が
唯
一
の
九
条
家
領
荘
園
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。

中
世
後
期
の
九
条
家
領
は
山
城
・
摂
津
・
播
磨
・
備
中
な
ど
畿
内
・
西
国
を
中
心
に

存
在
し
て
お
り
、
さ
ら
に
九
条
家
関
係
寺
院
の
所
領
の
支
配
と
も
関
連
し
て
い
た
。

日
根
荘
関
係
文
書
に
み
る
よ
う
に
、
伝
存
す
る
九
条
家
の
荘
園
文
書
・
記
録
の
圧
倒

多
数
が
中
世
後
期
（
特
に
応
仁
の
乱
以
降
）
の
九
条
政
基
・
尚
経
期
の
も
の
で
あ
り
、

受
給
文
書
だ
け
で
な
く
九
条
家
側
が
外
部
に
発
給
し
た
文
書
の
草
案
・
案
文
が
一
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
比
重

を
占
め
る
と
い
う
特
質
を
持
っ
て
い
る
。
荘
園
支
配
の
崩
壊
期
に
あ
る
と
は

い

え
、
文
書
の
受
発
給
の
量
だ
け
で
み
て
も
家
領
荘
園
維
持
の
活
動
は
旺
盛
・
活
発

だ
っ
た
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
公
家
領
荘
園
に
お
い
て
実
際
の
家
領
支
配
や
収
納
を
左
右
す
る
条
件
と
し
て
は
、

請
負
代
官
制
や
守
護
・
国
人
な
ど
の
地
域
権
力
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し

か

し
公
家
権
門
側
の
家
領
支
配
の
担
い
手
と
し
て
は
、
や
は
り
家
僕
（
家
司
）
を
中

心

と
す
る
家
政
機
構
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。
九
条
家
家
僕
（
家
司
）
に
つ
い
て
は

全
体
と
し
て
は
中
世
後
期
に
家
政
機
構
の
縮
小
・
再
編
が
進
む
と
い
う
の
が
共
通
理

　
　
　
（
3
）

解
で
あ
り
、
九
条
家
家
門
（
家
督
）
と
家
僕
の
関
係
も
、
主
従
制
的
な
関
係
の
強
化

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
（
7
）

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
唐
橋
氏
・
冨
小
路
氏
・
石
井
氏
な
ど
有
力
家
司
の
個
別
研
究

も
あ
り
、
家
政
や
家
領
支
配
に
お
け
る
家
僕
の
役
割
が
＝
疋
度
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
個
別
荘
園
の
枠
を
超
え
た
家
領
全
体
の
支
配
（
収
納
）
の
あ
り
方
を
考

え
る
視
点
か
ら
、
個
々
の
荘
園
支
配
を
つ
な
ぐ
存
在
と
し
て
、
家
僕
全
体
の
役
割
の

考
察
に
注
目
し
た
い
。
現
在
の
研
究
状
況
で
は
、
荘
園
支
配
に
お
け
る
家
僕
の
役
割

の

評
価
も
個
別
荘
園
の
経
営
ま
た
は
特
定
の
家
僕
の
動
向
レ
ベ
ル
で
議
論
さ
れ
る
傾

向
が
強
く
、
家
政
機
構
全
体
・
家
領
荘
園
全
体
で
の
総
合
的
な
評
価
と
い
う
視
点
が

希
薄
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
個
別
の
家
僕
（
家
司
）
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
た

有
力
家
司
の
独
自
性
（
九
条
家
の
枠
外
に
お
け
る
独
自
の
存
在
実
態
や
活
動
）
が
、

家
僕
の
編
成
や
家
領
総
体
の
支
配
と
ど
う
関
連
（
な
い
し
矛
盾
）
す
る
の
か
と
い
う

点
も
問
題
で
あ
る
。
家
門
の
下
に
編
成
さ
れ
た
家
僕
の
機
構
全
体
の
動
き
が
個
別
荘

園
を
超
え
た
家
領
全
体
の
支
配
に
果
た
し
た
役
割
を
、
政
基
・
尚
経
期
を
中
心
に
実

態
に
即
し
て
検
討
し
、
そ
れ
を
通
し
て
中
世
後
期
の
九
条
家
領
の
評
価
を
考
え
て
み

た
い
。

　

中
世
後
期
の
九
条
家
領
支
配
の
評
価
は
、
政
基
の
日
根
荘
支
配
が
コ
所
懸
命
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

地
」
へ
の
経
営
努
力
と
し
て
荘
園
制
存
続
の
一
形
態
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
政
基
な
ど

公
家
の
「
在
国
」
支
配
を
所
領
の
直
接
支
配
（
荘
園
制
の
変
質
1
1
地
域
領
主
化
）
と

　
　
　
　
　
（
9
）

評
価
す
る
見
解
が
あ
り
、
家
僕
の
私
的
武
力
に
依
拠
し
た
荘
園
支
配
を
武
家
領
化
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

評
価
す
る
指
摘
も
あ
る
。
一
方
、
九
条
家
領
全
体
で
の
「
直
務
」
を
国
家
体
制
（
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

門
体
制
）
を
背
景
と
し
た
権
門
の
荘
園
支
配
と
み
る
理
解
が
あ
り
、
武
家
領
主
化
へ

の

変
質
を
強
調
す
る
見
解
と
、
権
門
の
荘
園
支
配
と
す
る
見
解
と
が
分
か
れ
る
。

　
前
者
の
見
解
で
は
、
九
条
家
が
複
数
の
荘
園
を
並
行
し
て
支
配
し
た
実
態
が
十
分

に
説
明
さ
れ
ず
、
日
根
荘
の
在
荘
支
配
の
み
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
が
家
領
支
配
総
体

の

中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
後
者
の
「
直
務
運
動
」
論
も
家
領
支
配
の
実
態

分
析
へ
と
議
論
が
進
展
し
て
い
な
い
。
家
僕
の
主
従
編
成
強
化
や
在
荘
支
配
と
い
う

当
該
期
固
有
の
要
素
と
、
幕
府
・
守
護
・
地
域
勢
力
に
依
存
し
つ
つ
公
家
権
門
が
複

数
の

家
領
を
並
行
し
て
支
配
す
る
実
態
と
、
こ
の
二
面
性
の
統
一
的
な
理
解
が
必
要

で

あ
る
。
家
僕
の
役
割
に
注
目
す
る
本
論
は
、
そ
の
追
究
の
第
一
歩
で
あ
る
。

　

な
お
中
世
後
期
の
公
家
の
家
政
職
員
を
指
す
用
語
と
し
て
は
家
司
よ
り
家
僕
が
適

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

切
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
家
僕
の
用
語
で
統
一
す
る
。
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●
中
世
後
期
の
九
条
家
家
僕
の
構
成

　
ま
ず
、
九
条
家
家
僕
の
構
成
の
検
討
か
ら
は
じ
め
た
い
。
戦
国
期
、
九
条
家
門
の

尚
経
の
手
に
よ
る
「
後
慈
眼
院
殿
雑
筆
」
に
、
「
被
定
御
番
人
数
事
」
と
い
う
記
述

　
　
（
1
3
）

が
あ
る
。
当
時
（
政
基
・
尚
経
期
）
の
九
条
家
の
「
御
番
」
を
勤
仕
す
る
家
僕
の
陣

容
が
わ

か
る
。

　
　
被
定
御
番
人
数
事

一
六一

番
ニ
ヒ

ニ
・

三

八

三
・

四

九

四
・

五
十

五
・

（白
川
富
秀
）

少
将
殿

（唐
橋
在
名
）

蔵
人
殿

（白
川
忠
明
）

侍
従
殿

（竹
原
定
雄
）

兵
部
少
輔
殿

（信
濃
小
路
長
盛
）

宮
内
大
輔
殿

　
小
森
正
明
氏
の
指
摘
の
通
り
、

た
。
上
段
の
「
殿
」
の
尊
称
で
記
さ
れ
る
者
た
ち
は
殿
上
人
・
諸
大
夫
級
の
家
僕
、

下
段
の

者
た
ち
は
侍
身
分
の
家
僕
で
あ
る
。
各
番
は
諸
大
夫
と
侍
の
組
み
合
わ
せ
で

構
成

さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
こ
こ
に
み
え
る
の
は
、
京
都
東
九
条
の
九
条
亭
に
近
侍

す
る
家
僕
た
ち
だ
け
で
あ
る
。
家
僕
の
筆
頭
格
で
諸
大
夫
の
冨
小
路
俊
通
・
資
直
父

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

子
は
洛
中
の
宿
所
に
常
駐
す
る
た
め
、
御
番
人
数
に
は
み
え
な
い
。
侍
身
分
の
家

僕
・
被
官
人
も
石
井
氏
・
矢
野
氏
・
小
原
氏
の
他
に
も
存
在
し
た
。
ま
た
橘
氏
や
随

心
院
門
下
の
芝
氏
・
本
間
氏
な
ど
九
条
家
の
家
僕
化
し
て
い
た
者
た
ち
も
こ
こ
に
は

み

え
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
「
御
番
人
数
」
の
家
僕
た
ち
は
「
政
基
公
旅
引
付
」

な
ど
に
も
み
え
る
。
こ
の
顔
ぶ
れ
こ
そ
が
九
条
家
家
僕
の
中
核
的
存
在
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
こ
の
よ
う
な
「
御
番
人
数
」
の
家
僕
は
、
次
の
史
料
か
ら
「
御
番
衆
中
」
と
も
い

わ
れ
て
い
た
。

　
　

「
延
徳
二
　
壬
八
　
十
八
」
「
御
番
衆
中
　
　
　
在
数
」

　
　
根
来
寺
衆
徒
等
、
和
泉
国
出
陣
之
子
細
候
け
る
、
伍
其
次
井
原
村
押
執
候
、
然

　
（
石
井
在
利
）

　
左
衛
門
大
夫

　
（
石
井
数
安
）

　
河
内
守

　
（
矢
野
治
清
）

　
秦
左
衛
門
尉

　
（
矢
野
数
清
）

　
左
京
亮

　
（
小
原
）

　
掃
部
助

九

条
家
は
戦
国
期
に
は
番
の
制
度
を
整
備
し
て
い

　
　
而
御
家
門
領
之
由
、
連
々
承
及
候
、
所
詮
御
代
官
御
補
任
給
者
、
可
致
執
沙
汰

　
　
之
由
、
只
今
彼
衆
徒
等
注
進
仕
候
、
い
か
・
返
答
可
仕
候
哉
、
此
旨
可
有
御
披

　
　

露
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
唐
橋
）

　
　
　
壬
八
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
数

　
延
徳
二
（
一
四
八
九
）
年
、
和
泉
国
に
侵
攻
し
た
紀
伊
の
根
来
寺
衆
は
和
泉
国
井

原
村
（
旧
来
の
日
根
荘
井
原
村
）
を
武
力
占
領
し
、
日
根
荘
の
荘
務
を
担
当
し
て
い

た
家
僕
の
唐
橋
在
数
に
代
官
職
補
任
を
要
求
し
た
。
こ
の
時
、
在
数
か
ら
家
門
（
政

基
・
尚
経
）
へ
の
披
露
を
取
り
次
い
だ
の
が
「
御
番
衆
中
」
で
あ
っ
た
。

　
「
御
番
衆
中
」
は
家
僕
や
九
条
家
関
係
者
か
ら
の
連
絡
・
報
告
・
訴
状
の
宛
所
に

し
ば
し
ば
み
え
る
。
「
御
番
衆
中
」
は
家
門
へ
の
近
侍
・
勤
番
だ
け
で
な
く
、
家
僕

か

ら
の
連
絡
を
取
り
次
ぎ
家
門
に
披
露
す
る
な
ど
、
家
政
や
家
領
支
配
の
窓
口
の
役

目
を
担
っ
た
集
団
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
ま
た
同
時
期
、
明
応
五
（
］
四
九
六
）
年
ご
ろ
と
思
わ
れ
る
次
の
史
料
に
み
る
よ

う
に
、
家
僕
た
ち
に
は
「
沙
汰
人
」
「
境
内
沙
汰
人
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
職
掌
も
存

在
し
た
。

　
　
嘉
例
申
沙
汰
人
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
白
川
富
秀
）
　
（
冨
小
路
俊
通
）
（
芝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
井
）

　
　
千
代
夜
叉
丸
　
　
大
聖
院
　
　
侍
従
　
　
俊
通
　
　
尭
快
　
　
重
衡
　
　
在
利

　
　
（
石
井
）
　
　
　
（
矢
野
）
　
　
　
（
石
井
）
　
　
　
（
石
井
）
　
　
　
（
石
井
）
　
　
　
（
小
原
）

　
　
数
安
　
　
豊
清
　
　
親
治
　
　
顕
親
　
　
長
親
　
　
掃
部

　
「
嘉
例
申
沙
汰
人
」
と
は
、
年
中
行
事
な
ど
の
奉
仕
を
沙
汰
す
る
家
僕
や
集
団
や

僧
侶
の
こ
と
で
あ
る
。
明
応
五
（
一
四
九
六
）
年
、
政
基
・
尚
経
は
家
僕
の
有
力
者

唐
橋
在
数
を
殺
害
し
た
が
、
そ
の
時
に
政
基
が
天
皇
へ
の
奏
上
を
松
木
宗
綱
に
依
頼

し
た
書
状
に
も
「
境
内
沙
汰
人
」
が
み
え
、
本
来
は
九
条
家
の
節
供
に
召
さ
れ
て
奉

仕

す
る
家
僕
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
境
内
」
と
は
九
条
家
の
本
拠
で
あ
る
東
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

条
御
領
‖
「
東
九
条
境
内
」
の
こ
と
で
あ
る
。
冨
小
路
俊
通
・
芝
氏
（
随
心
院
門

下
）
・
関
係
寺
院
の
僧
な
ど
が
加
わ
る
が
、
御
番
衆
に
み
え
る
家
僕
と
の
重
な
り
を

指
摘
で
き
よ
う
。

　
以

上
、
戦
国
期
、
九
条
家
の
家
僕
は
「
御
番
衆
中
」
ま
た
は
「
境
内
沙
汰
人
衆
」
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と
い
っ
た
編
成
を
受
け
、
勤
番
・
年
中
行
事
の
参
仕
な
ど
の
日
常
的
職
務
か
ら
家
領

支
配
の

窓
口
と
い
っ
た
職
務
を
担
っ
て
い
た
。
家
僕
は
諸
大
夫
級
の
者
と
侍
身
分
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

者
と
い
う
二
階
層
か
ら
成
っ
て
い
た
。
先
行
研
究
の
成
果
が
あ
る
が
、
念
の
た
め
主

要
な
家
僕
の
性
格
を
簡
潔
に
記
し
て
お
く
。

　
殿
上

人
・
諸
大
夫
級
の
家
僕

　
①
唐
橋
氏
　
菅
原
一
門
で
文
章
博
士
・
大
学
頭
な
ど
を
歴
任
し
北
野
長
者
を
輩
出

　
　
す
る
家
。
鎌
倉
後
期
か
ら
の
家
司
（
家
僕
）
。
室
町
・
戦
国
期
の
在
豊
ー
在
治

　
　
ー
在
数
の
代
に
は
九
条
家
の
親
族
（
系
図
参
照
）
で
、
家
僕
の
筆
頭
格
。
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
天

皇
側
近
（
禁
裏
小
番
衆
）
で
も
あ
っ
た
。
政
基
・
尚
経
期
の
家
僕
白
川
冨

　
　
秀
・
竹
原
定
雄
・
橘
以
緒
は
唐
橋
氏
の
親
族
で
あ
る
。

　
②
冨
小
路
氏
　
室
町
期
の
通
慶
の
代
よ
り
九
条
家
家
司
に
加
わ
っ
た
新
興
の
家
僕
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
子
息
の
俊
通
は
諸
大
夫
と
な
り
、
幕
府
の
伺
候
人
・
日
野
家
被
官
で
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
政
基
期
に
は
官
位
・
対
幕
府
関
係
の
面
で
唐
橋
氏
と
と
も
に
家
僕
の
筆
頭
格
。

　
　
俊

通
・
資
直
の
二
代
の
間
に
堂
上
公
家
に
列
し
た
。

　
③
信
濃
小
路
氏
　
中
世
前
期
以
来
、
家
司
（
家
僕
）
と
し
て
家
門
と
の
主
従
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
が
強
か
っ
た
醍
醐
源
氏
の
後
喬
で
あ
る
。

　
侍
身
分
の
家
僕

　
①
石
井
氏
　
東
九
条
御
領
下
司
職
を
相
伝
す
る
。
室
町
期
よ
り
家
僕
と
し
て
台
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　

し
唐
橋
氏
と
も
関
係
が
あ
り
、
「
石
井
三
家
」
に
分
か
れ
て
勢
力
を
伸
ば
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
②
矢
野
氏
・
小
原
氏
　
と
も
に
東
九
条
御
領
（
境
内
）
周
辺
に
所
領
を
持
つ
勢
力
。

　
　
矢
野
氏
も
複
数
の
家
に
分
か
れ
て
い
た
。
矢
野
氏
は
東
九
条
御
領
の
公
文
と
思

　
　
　
（
2
7
）

　
　

わ
れ
、
室
町
中
期
ご
ろ
よ
り
、
小
原
氏
は
戦
国
期
（
政
基
期
）
よ
り
家
僕
と
し

　
　
て

の
活
動
が
み
え
る
。

　
③
そ
の
他
　
「
政
基
公
旅
引
付
」
に
山
田
・
長
法
寺
・
馬
場
・
塩
野
・
長
谷
川
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
古
川
・
土
屋
・
吉
富
氏
や
「
青
侍
」
が
み
え
る
。
侍
身
分
の
家
僕
・
被
官
人
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
多
数
に
及
ぶ
と
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
時
期
の
家
僕
の
構
成
は
、
本
来
の
摂
関
家
の
家
司
（
家
政
職
員
）
が
殿
上

人
・
諸
大
夫
・
侍
・
随
身
・
雑
色
・
青
侍
な
ど
の
身
分
か
ら
成
る
の
に
比
べ
、
簡
略

な
形
に
変
質
し
、
規
模
が
縮
小
し
て
い
る
。
明
ら
か
な
の
は
殿
上
人
・
諸
大
夫
級
の

家
僕
の
減
少
、
侍
身
分
の
家
僕
へ
の
取
り
込
み
、
新
興
勢
力
の
家
僕
の
台
頭
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
変
化
は
す
で
に
室
町
期
か
ら
進
行
し
て
い
た
。
政
基
の
父
満
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

の

「満
家
公
引
付
」
文
安
五
（
一
四
四
八
）
年
の
記
事
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
若
山
年
貢
支
配
注
文
　
千
疋
今
法
師

拾
貫

拾
貫

拾
貫

ク
　
ク
　
ク
　
ク

三

貫
五
貫

ク
　
ク
　
ク
　
ぐ

三

貫
五
貫

三
貫

三
貫

三
貫

三
貫

　
以
上

千
疋

姫
君

不
断
光
院
沙
弥
（
以
下
略
）

（唐
橋
在
豊
・
在
治
）

宰
相
父
子
（
以
下
略
）

（実
世
）

八
条

（唐
橋
在
治
）

大
内
記

九
品
寺
（
以
下
略
）

八
条

（実
文
）

三
条
侍
従

（石
井
）

豊
安

　
　
　
　
　
　
五
十
八
貫

　
　
　
　
　
（
九
条
政
忠
母
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
冨
小
路
通
慶
）

　
　
　
　
　
堀
川
局
　
五
百
疋
　
春
日
局
　
石
見
守
千
疋
内
五
百
疋
直
進
之
由
申
之
、

　
能
登
国
若
山
荘
の
年
貢
を
親
族
や
家
僕
た
ち
に
配
分
し
た
注
文
だ
が
、
こ
こ
に
み

え
る
家
僕
が
室
町
期
九
条
家
家
司
の
中
核
的
存
在
で
あ
る
。
唐
橋
在
豊
・
在
治
父
子

の

他
、
諸
大
夫
級
の
家
僕
に
三
条
氏
・
八
条
氏
が
い
る
が
、
ほ
か
に
石
井
氏
・
冨
小

路
氏
が
み

え
る
。
続
い
て
、
満
家
の
死
後
、
政
基
が
成
人
す
る
ま
で
の
中
継
ぎ
の
家

督
と
な
っ
た
政
忠
（
政
基
の
兄
）
の
家
僕
は
、
満
家
の
弟
経
覚
（
興
福
寺
大
乗
院
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

跡
）
の
日
記
「
経
覚
私
要
紗
」
に
み
え
る
。

　
（
政
忠
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
唐
橋
）
　
　
　
　
　
　
　
（
唐
橋
）

　
殿
中
、
以
女
房
輿
…
令
向
賜
…
前
中
納
言
在
豊
卿
、
菅
三
位
在
治
卿
、
勘
解
由

　
　
　
　
　
　
　
（
海
住
山
）

　
少
路
頭
左
大
弁
高
清
、
三
条
侍
従
実
文
、
知
恩
院
隆
増
法
印
、
南
坊
斎
尊
僧
都
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
信
濃
小
路
）
　
　
　
　
（
石
井
）
　
　
　
　
　
　
（
石
井
）

　
大
聖

院
乗
雅
律
師
、
兼
益
、
美
作
守
豊
安
、
河
内
守
在
安
以
下
被
召
具
了
、

　
政
忠
が
洛
中
の
冨
小
路
通
慶
の
亭
へ
赴
い
た
際
の
供
奉
に
み
え
る
家
僕
は
、
唐
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橋
・
海
住
山
・
三
条
・
信
濃
小
路
氏
の
殿
上
人
・
諸
大
夫
と
侍
の
石
井
氏
た
ち
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
唐
橋
氏
は
在
豊
が
九
条
家
の
親
族
で
九
条
家
や
経
覚
と
の
つ
な
が
り

　
　
〔
3
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

が
強
く
、
ま
た
中
納
言
・
大
納
言
に
昇
進
し
て
家
格
を
上
昇
さ
せ
た
。
在
治
も
文
安

五
年
の
政
忠
・
政
基
の
家
督
相
論
に
際
し
て
政
基
の
家
督
擁
立
に
功
績
が
あ
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

と
は
、
湯
川
敏
治
氏
の
指
摘
ど
お
り
で
あ
り
、
家
僕
の
中
で
唐
橋
氏
の
勢
威
が
高

ま
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
石
井
氏
も
す
で
に
豊
安
・
直
安
・
秀
安
の
「
石
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

三

家
」
に
分
か
れ
、
武
力
を
有
し
て
九
条
家
関
係
者
の
警
護
・
供
奉
を
勤
め
、
後
述

す
る
が
家
領
支
配
に
も
「
上
使
」
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
な
ど
の
活
動
を
み
せ
る
。
唐

橋
氏

を
柱
に
石
井
氏
・
冨
小
路
氏
ら
が
実
際
の
九
条
家
の
家
政
と
家
領
支
配
を
担
う

体
制
は
、
室
町
期
よ
り
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

　
中
世
前
期
の
九
条
家
は
、
日
野
・
九
条
（
二
条
・
海
住
山
）
・
葉
室
・
高
倉
・
醍

醐
源
氏
・
唐
橋
・
橘
氏
ら
を
家
司
（
家
僕
）
に
編
成
し
、
家
領
や
摂
鋒
渡
領
の
知
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

の

給
与
に
よ
り
中
級
公
家
層
や
公
家
被
官
を
統
合
し
て
い
た
。
し
か
し
中
世
後
期
に

は
家
領
・
渡
領
支
配
の
衰
退
に
よ
り
九
条
家
の
家
政
機
構
も
縮
小
し
た
。
応
永
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

（
一
三
九

六
）
年
の
「
九
条
経
教
遺
誠
」
の
「
家
僕
等
恩
給
事
」
に
よ
る
と
日
野
・

葉
室
・
八
条
・
唐
橋
氏
ら
中
級
公
家
層
が
み
え
、
か
ろ
う
じ
て
中
世
前
期
以
来
の
家

司
（
家
僕
）
編
成
を
継
承
し
て
い
る
。
し
か
し
日
野
氏
・
葉
室
氏
な
ど
中
級
公
家
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

が
九
条
家
家
僕
か
ら
脱
落
し
て
い
く
こ
と
は
、
先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

し
か
し
唐
橋
氏
・
石
井
氏
ら
が
家
政
の
実
権
を
握
り
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
な
お

室

町
期
に
は
海
住
山
高
清
・
入
条
実
世
・
三
条
公
久
・
同
実
文
ら
が
家
僕
に
と
ど

ま
っ
た
。
海
住
山
氏
は
中
世
前
期
以
来
の
九
条
家
家
司
（
家
僕
）
九
条
氏
の
直
系
で

あ
る
。
三
条
公
久
父
子
は
精
華
家
三
条
氏
の
九
条
流
。
八
条
氏
は
閑
院
流
の
三
条
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

行

（八
条
相
国
）
か
ら
分
か
れ
た
家
で
あ
る
。

　
家
僕
構
成
の
変
化
を
決
定
づ
け
た
の
は
、
政
忠
の
隠
居
・
政
基
の
家
督
相
続
以
降

の
家
僕
の
離
脱
だ
っ
た
。
八
条
実
世
は
寛
正
六
（
一
四
六
五
）
年
の
政
忠
の
隠
居
・

大
和
下
向
に
同
行
し
た
と
み
ら
れ
、
応
仁
元
（
一
四
六
七
）
年
に
古
市
で
出
家
、
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
∀

明
一
五
（
一
四
八
三
）
年
に
河
内
国
で
死
去
し
た
。
政
忠
派
家
僕
の
脱
落
で
あ
る
。

「内
ふ
（
政
忠
）
、
あ
り
は
る
の
卿
（
唐
橋
在
治
）
に
た
ち
（
太
刀
）
を
ぬ
き
て
む
か

　
　
　
　
（
4
1
）

は
れ
候
つ
る
」
と
い
う
政
忠
・
唐
橋
氏
の
険
悪
な
関
係
を
ふ
ま
え
る
と
、
政
基
の
家

督
後
継
を
実
現
さ
せ
た
唐
橋
氏
と
政
忠
派
家
僕
の
間
に
対
立
が
あ
り
、
九
条
家
家
僕

の
縮
小
再
編
成
は
こ
の
両
派
の
抗
争
、
政
基
－
唐
橋
氏
派
の
勝
利
、
政
忠
派
家
僕
の

排
除
に
よ
っ
て
固
ま
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
海
住
山
氏
・
三
条
氏
の
離
脱
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

事
情
は
定
か
で
な
い
が
、
家
の
断
絶
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　

政
忠
派
家
僕
の
離
脱
に
加
え
て
、
応
仁
・
文
明
の
乱
で
政
基
は
尾
張
国
二
宮
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

下
向
・
近
江
国
坂
本
へ
の
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
家
政
も
麻
痺
状
態
に
陥
っ
た
。

文
明
一
四
（
一
四
八
二
）
年
の
政
基
の
子
息
尚
経
へ
の
譲
状
は
当
時
の
状
況
を
「
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

僕
等
、
今
無
人
之
時
分
也
」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
唐
橋
・
信
濃
小
路
・
冨
小

路
・
石
井
氏
は
家
僕
の
中
核
的
存
在
と
し
て
九
条
家
の
下
に
と
ど
ま
っ
た
。
石
井
氏

を
除
く
と
い
ず
れ
の
家
名
も
九
条
亭
を
と
り
ま
く
東
九
条
の
地
名
に
由
来
す
る
家
僕

た
ち
で
あ
る
。
唐
橋
氏
は
白
川
氏
（
神
祇
伯
家
）
・
竹
原
氏
・
橘
氏
に
も
養
子
・
猶

子
を
入
れ
、
彼
ら
（
白
川
富
秀
・
竹
原
定
雄
・
橘
以
緒
）
も
家
僕
に
名
を
連
ね
た
。

こ
こ
に
「
御
番
衆
中
」
や
「
境
内
沙
汰
人
衆
」
の
編
成
に
み
る
家
僕
の
構
成
が
で
き

あ
が
っ
た
。
九
条
家
の
家
僕
構
成
は
規
模
を
縮
小
さ
せ
な
が
ら
、
政
基
・
尚
経
期
ま

で

に
再
編
成
を
と
げ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　
唐
橋
氏
は
、
在
治
に
続
く
在
数
が
「
家
門
雑
務
執
事
」
つ
ま
り
家
司
の
筆
頭
格
で

あ
り
、
主
要
な
家
領
荘
園
の
支
配
権
を
握
っ
た
。
こ
の
在
数
に
よ
る
家
領
支
配
が
破

綻
を
来
た
し
、
政
基
と
の
確
執
を
深
め
た
結
果
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
明
応
五

（
一
四
九
六
）
年
、
政
基
・
尚
経
に
よ
っ
て
在
数
が
殺
害
さ
れ
る
。
こ
の
事
件
で
政

基
・
尚
経
は
勅
勘
を
受
け
、
こ
れ
が
政
基
の
日
根
荘
下
向
の
要
因
の
一
つ
に
な
っ
た

と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
が
九
条
家
家
僕
の
構
成
に
及
ぼ
し
た
意
味
は
問
わ

れ

た
こ
と
が
な
い
。
結
論
か
ら
い
う
と
唐
橋
氏
は
在
数
殺
害
事
件
以
後
も
家
僕
の
有

力
者
と
し
て
健
在
で
あ
っ
た
。
在
数
の
「
遺
跡
」
は
子
息
の
在
名
・
竹
原
定
雄
に
与

　
　
　
（
4
7
）

え
ら
れ
た
。
ま
た
白
川
富
秀
・
竹
原
定
雄
（
の
ち
唐
橋
定
雄
‖
在
満
）
・
橘
以
緒
ら

唐
橋
氏
出
身
の
家
僕
が
家
政
と
家
領
支
配
の
重
責
を
担
っ
た
。
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一
方
、
家
僕
の
中
で
は
冨
小
路
俊
通
の
台
頭
が
著
し
く
、
俊
通
ー
資
直
の
二
代
で

堂
上
公
家
に
名
を
連
ね
た
こ
と
は
平
山
敏
治
郎
氏
の
研
究
に
詳
し
い
。
政
基
・
尚
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

の

冨
小
路
氏
起
用
に
は
、
家
領
経
営
手
腕
へ
の
期
待
だ
け
で
な
く
、
冨
小
路
氏
と
幕

府
や
日
野
家
と
の
パ
イ
プ
を
利
用
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
冨
小
路
氏
は
九

条
家
を
背
景
に
公
家
と
し
て
の
家
格
を
上
昇
さ
せ
、
他
の
家
僕
と
異
な
り
洛
中
の
邸

宅
へ
の
常
駐
、
幕
府
勢
力
と
の
折
衝
と
い
う
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
九
条
亭

（東
九

条
境
内
）
の
家
門
に
近
侍
す
る
唐
橋
氏
、
洛
中
に
常
駐
す
る
冨
小
路
氏
が
、

家
僕
の
筆
頭
格
と
な
る
体
制
が
固
ま
っ
た
。
九
条
家
の
家
僕
編
成
は
こ
こ
に
一
応
の

確
立
・
安
定
を
み
た
。

　
加

え
て
、
随
心
院
門
跡
門
下
・
光
明
峯
寺
預
所
と
な
る
芝
氏
は
早
く
か
ら
家
僕

　
（
4
9
）

化

し
、
同
じ
く
随
心
院
門
下
の
本
間
祐
舜
も
日
根
荘
に
下
向
し
て
政
基
に
仕
え
る

　
（
5
0
）

な
ど
、
九
条
家
家
僕
の
性
格
を
強
め
る
。
政
基
の
甥
忠
厳
（
政
忠
の
子
息
）
の
随
心

院
門
跡
就
任
に
よ
り
門
下
（
坊
官
）
と
家
僕
の
一
体
化
が
進
行
し
た
。
ま
た
侍
身
分

の
者

も
「
旅
引
付
」
に
み
え
る
家
僕
た
ち
（
前
述
）
が
現
れ
、
家
僕
の
編
成
と
武
力

装
置
の
裾
野
を
広
げ
る
こ
と
に
な
る
。

　
九

条
家
家
僕
の
編
成
は
、
家
門
が
侍
身
分
の
家
僕
ま
で
も
直
接
的
に
統
括
・
把
握

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
侍
身
分
の
家
僕
の
武
力
発
動
も
家
門
が
直
接
こ
れ
を
指
揮
・

　
（
5
1
）

統
御
す
る
な
ど
、
中
世
前
期
の
公
家
権
門
の
あ
り
方
と
は
異
な
り
、
家
門
ー
家
僕
の

主

従

関
係
が
強
ま
っ
た
と
す
る
先
学
の
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
家
門
の
家
僕

制
裁
は
唐
橋
在
数
殺
害
と
し
て
現
れ
た
が
、
永
正
一
八
（
一
五
二
一
）
年
に
は
尚
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

が
家
僕
の
石
井
在
利
を
放
逐
・
殺
害
す
る
。
こ
う
し
て
家
門
の
家
僕
統
制
・
制
裁
は

し
だ
い
に
強
化
さ
れ
た
。

　

し
か
し
九
条
家
家
門
と
家
僕
の
主
従
関
係
は
、
家
門
と
家
僕
の
個
人
的
な
主
従
関

係

に
と
ど
ま
ら
な
い
、
「
家
」
ど
う
し
の
永
続
的
な
関
係
と
し
て
固
ま
っ
て
い
っ
た
。

石

井
在
利
の
殺
害
に
絡
ん
で
は
信
濃
小
路
長
盛
・
白
川
富
秀
の
「
謀
略
」
が
「
露

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

顕
」
し
両
名
が
「
逐
電
」
す
る
事
件
も
起
こ
り
、
ま
た
後
に
唐
橋
在
名
が
突
如
隠
退

　
（
5
4
）

す
る
な
ど
、
家
門
と
家
僕
の
間
で
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
た
。
尚
経
の
後
を
継
い

だ
植
通
も
天
文
一
〇
（
一
五
四
一
）
年
よ
り
長
期
間
、
京
都
・
東
九
条
を
離
れ
て
西

　
　
　
（
5
5
）

国
に
流
住
し
、
家
門
不
在
の
期
間
が
続
い
た
。
し
か
し
九
条
家
の
家
僕
中
、
「
御
番

衆
中
」
「
境
内
沙
汰
人
衆
」
に
編
成
さ
れ
た
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、
近
世
・
幕
末
に
至

る
ま
で
家
僕
と
し
て
存
続
し
た
。
む
ろ
ん
後
述
す
る
よ
う
に
、
家
僕
た
ち
は
九
条
家

の

枠
内
に
収
ま
り
き
れ
な
い
独
自
の
性
格
を
有
し
た
。
と
は
い
え
、
家
門
に
よ
る
家

僕
の

制
裁
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
核
的
な
家
僕
た
ち
は
九
条
家
か
ら
離
脱
し
な
か
っ

た
。
家
門
ー
家
僕
間
の
矛
盾
を
引
き
ず
り
つ
つ
も
、
政
基
・
尚
経
期
以
降
の
九
条
家

と
家
僕
の
関
係
は
、
家
と
家
の
主
従
関
係
と
い
う
性
格
を
強
め
た
。
そ
れ
は
中
世
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

期
の
公
家
社
会
の
関
係
と
は
異
な
る
、
九
条
家
の
「
家
中
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の

の
形
成
で
あ
っ
た
。

②
中
世
後
期
の
九
条
家
領
と
関
連
所
領

　
中
世
後
期
の
九
条
家
領
は
、
応
永
三
年
の
「
九
条
経
教
遺
誠
」
に
よ
る
と
、
諸
荘

園
約
一
〇
数
箇
所
お
よ
び
大
番
領
・
安
房
国
国
衙
領
・
京
中
敷
地
な
ど
の
領
有
が
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

か

り
、
中
世
前
期
の
家
領
四
〇
数
箇
所
の
半
分
弱
に
減
少
し
た
。
室
町
中
期
（
家
門

は
満
家
）
ま
で
に
は
さ
ら
に
家
領
の
縮
小
が
進
む
。
西
谷
正
浩
氏
の
指
摘
が
す
で
に

あ
る
が
、
当
時
の
九
条
家
領
を
示
す
史
料
を
あ
げ
る
。

　
　
（
5
8
）

　
［
A
］

　
　
　
　
家
領
当
知
行
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
能
登
〉
　
　
（
美

　
　
安

田
・
蔭
山
・
田
原
・
二
宮
・
駅
里
・
輪
田
・
日
根
野
・
若
山
・
町
野
・
岩

　
　
濃
）
　
　
（
美
濃
）
　
　
（
但
馬
）

　
　

田
・
下
有
智
・
新
田
庄
、
以
上
十
二
所

　
　
（
5
9
）

　
［
B
］

　
　
　
　
家
領
当
知
行
分
段
銭
役
遣
奉
行
分

　
　
東
九
条
領
内
　
尾
州
二
宮
庄
　
能
登
国
若
山
庄
　
同
町
野
庄
　
備
中
国
駅
里
庄

　
　
播
磨
国
蔭
山
庄
　
同
田
原
庄
口
和
泉
国
日
根
野
・
入
山
田
村
　
越
後
国
白
川

　
　
庄
　
摂
津
国
輪
田
庄
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［
A
］
は
九
条
家
の
当
知
行
分
の
書
上
、
［
B
］
は
九
条
家
が
段
銭
を
賦
課
す
る
家

領
の
書
上
と
思
わ
れ
る
。
［
B
］
で
は
家
領
が
一
〇
箇
所
と
少
な
い
が
、
「
当
知
行
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

十
一
、
二
所
」
と
記
述
し
た
史
料
も
あ
り
、
こ
の
一
二
箇
所
に
洛
中
所
領
と
安
房
国

　
（
6
1
）

衙
領

を
合
わ
せ
た
も
の
が
室
町
中
期
の
九
条
家
領
の
全
容
で
あ
っ
た
。
経
教
－
満
家

の

時
期
、
九
条
家
で
は
家
門
の
早
世
が
相
次
ぎ
、
幼
少
の
家
門
満
家
の
下
で
家
門
の

統
制
力
・
家
政
支
配
権
が
弱
体
化
し
た
。
こ
う
し
た
事
情
も
家
領
の
減
少
の
一
因
と

　
　
　
　
　
（
6
2
）

な
っ
た
だ
ろ
う
。

　
応
仁
・
文
明
の
乱
以
降
は
東
国
の
家
領
（
白
川
荘
・
町
野
荘
・
若
山
荘
・
尾
張
二

宮
・
下
有
智
御
厨
・
安
房
国
衙
領
）
や
安
田
荘
・
新
田
荘
が
失
わ
れ
、
九
条
家
領
の

状
態
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

　
　
今
如
形
当
御
知
行
、
纏
七
ヶ
所
有
之
云
々
、

　

た
だ
し
こ
こ
で
も
畿
内
・
西
国
の
家
領
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
明
応
四

（
一
四
九
五
）
年
以
降
、
光
明
峯
寺
領
（
随
心
院
領
）
山
城
国
小
塩
荘
が
九
条
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

家
領
に
準
ず
る
荘
園
に
加
え
ら
れ
て
い
く
。
文
書
の
残
存
か
ら
み
て
、
政
基
・
尚
経

期
、
戦
国
期
の
家
領
の
な
か
で
確
実
に
現
実
の
支
配
が
維
持
さ
れ
た
の
は
、
以
下
の

荘
園
で
あ
っ
た
。

　
　

山
城
東
国
九
条
御
領
（
境
内
）
　
同
国
小
塩
荘
　
摂
津
国
輪
田
荘
　
和
泉
国
日

　
　
根
荘
　
播
磨
国
蔭
山
荘
　
同
国
田
原
荘
　
備
中
国
駅
里
荘

　

家
領
は
一
二
箇
所
か
ら
七
箇
所
程
度
に
減
少
し
、
残
っ
た
荘
園
も
半
済
・
守
護
や

国
人
の
押
領
・
守
護
給
人
知
行
化
な
ど
に
よ
る
領
域
・
田
数
の
か
な
り
の
減
少
を
免

　
　
　
　
（
6
5
）

れ

な
か
っ
た
。
が
、
九
条
家
は
畿
内
・
西
国
の
荘
園
の
維
持
に
力
を
注
い
だ
。
東
九

条
御
領
（
境
内
）
は
九
条
家
の
本
拠
と
も
い
う
べ
き
所
領
で
あ
り
、
最
後
ま
で
九
条

　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

家
が
維
持
を
図
っ
た
。
日
根
荘
（
厳
密
に
い
う
と
日
根
野
・
入
山
田
村
の
二
か
村
の

み
）
は
「
経
教
遺
誠
」
の
段
階
（
応
永
初
期
）
に
は
「
不
知
行
」
と
さ
れ
な
が
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

応
永
末
年
ま
で
に
九
条
家
が
支
配
を
回
復
し
、
長
期
に
わ
た
っ
て
支
配
・
収
納
を
維

持
し
た
。

　
右

に
あ
げ
た
荘
園
は
現
存
す
る
「
九
条
家
文
書
」
か
ら
み
て
、
輪
田
荘
を
除
く
と

応
仁
・
文
明
以
降
、
永
正
年
間
ご
ろ
ま
で
は
九
条
家
の
支
配
（
収
納
）
が
維
持
さ
れ

た
。
大
永
・
享
禄
年
間
ま
で
維
持
さ
れ
た
家
領
も
あ
る
。
天
文
期
以
降
（
植
通
期
）

に
は
家
領
の
不
知
行
化
が
急
速
に
進
行
し
て
九
条
家
領
は
最
終
崩
壊
の
局
面
を
迎

　
（
6
8
）

え
る
が
、
政
基
・
尚
経
期
に
至
る
ま
で
、
九
条
家
は
こ
れ
ら
の
荘
園
の
領
有
を
主
張

し
、
そ
の
命
脈
を
保
持
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
家
僕
の
活
動
に

支

え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
畿
内
・
西
国
の
家
領
こ
そ
が
、
中
世
後
期
の
九
条
家
の
中

核
的
家
領
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
西
谷
氏
は
鎌
倉
後
期
以
降
の
九
条
家
領
の
変
容
を
検
討
し
、
九
条
家
の

性
格
が
「
本
家
職
・
領
家
職
」
か
ら
「
本
所
」
へ
と
変
化
し
、
給
恩
を
通
じ
て
家
僕

（家
領
の
給
主
）
と
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
が
形
成
さ
れ
た
と
指
摘
し
、
本
所
ー
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

僕

（給
主
・
奉
行
）
と
い
う
荘
園
支
配
機
構
の
再
編
成
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
再

編
成
の
動
き
が
南
北
朝
～
室
町
期
に
ど
う
帰
結
す
る
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い

が
、
日
根
荘
で
は
鎌
倉
期
以
来
の
荘
務
権
者
だ
っ
た
醍
醐
源
氏
の
権
限
を
九
条
家
が

　
　
（
7
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

吸
収
し
、
応
永
二
四
（
一
四
一
七
）
年
に
年
貢
段
銭
等
の
収
納
体
制
を
固
め
、
請
負

代
官
支
配
な
が
ら
九
条
家
の
「
直
務
」
下
に
置
か
れ
て
い
く
。
応
永
三
二
（
一
四
二

五
）
年
の
蔭
山
荘
田
数
注
進
、
永
享
三
（
一
四
三
一
）
年
の
田
原
荘
の
段
銭
田
地
注

進
、
宝
徳
元
（
一
四
四
九
）
年
の
東
九
条
御
領
（
境
内
）
の
田
畠
屋
敷
注
進
な
ど
、

個
別
荘
園
レ
ベ
ル
で
守
護
・
国
人
な
ど
の
押
領
を
免
れ
、
「
本
所
分
」
「
本
家
分
」

「
領
家
分
」
と
し
て
九
条
家
に
残
っ
た
支
配
地
は
、
応
永
末
年
～
室
町
中
期
に
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

の

再
編
が
進
行
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
田
沼
睦
氏
が
指
摘
さ
れ
た
応
永
三
二
・
永

享
三
・
文
安
五
（
一
四
四
八
）
年
の
三
度
に
わ
た
る
幕
府
－
守
護
ー
守
護
代
の
機
構

を
背
景
と
し
た
九
条
家
領
段
銭
の
賦
課
と
連
動
し
て
、
恒
常
的
な
家
領
支
配
・
賦
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

を
成
立
さ
せ
た
点
で
、
家
領
支
配
再
編
の
画
期
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

　
九

条
家
は
＝
所
懸
命
の
地
」
と
評
さ
れ
た
日
根
荘
以
外
に
も
（
確
か
に
収
納
の

実
現
が
最

も
確
実
な
日
根
荘
の
重
要
性
は
否
定
で
き
な
い
が
）
、
畿
内
・
西
国
に
数

箇
所
の
荘
園
を
維
持
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
九
条
家
に
関
係
す
る
寺
院
や
門
跡
の
所

領
の
支
配
に
も
関
与
し
た
。
光
明
峯
寺
領
（
実
は
寺
務
の
随
心
院
門
跡
の
所
領
）
の
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山
城
国
小
塩
荘
に
対
し
て
は
「
故
太
閤
慈
眼
院
（
政
基
）
・
後
慈
眼
院
（
尚
経
）
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

両
代
御
一
世
之
間
、
被
全
直
務
畢
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
直
務
支
配
を
強
め
た
。

し
か
し
、
こ
れ
以
外
に
も
、
次
に
み
る
よ
う
に
関
連
す
る
寺
院
・
神
社
の
所
領
は
各

地
に
存
在
し
た
。

　
①
東
九
条
御
領
（
境
内
）
に
あ
る
寺
院
と
そ
の
所
領

　
　
（
1
）
　
不
断
光
院
　
九
条
家
の
女
子
が
尼
と
し
て
入
寺
す
る
寺
院
。
南
北
朝
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

　
　
　
　
　
降
、
深
草
か
ら
東
九
条
に
移
転
し
た
。
所
領
は
東
九
条
境
内
お
よ
び
洛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

　
　
　
　
　
中
・
山
城
国
紀
伊
郡
・
摂
津
国
仲
牧
放
出
村
な
ど
に
散
在
し
た
。
ま
た

　
　
　
　
　
院
内
に
南
僧
坊
が
あ
り
、
東
九
条
境
内
の
不
断
光
院
（
南
僧
坊
）
領
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

　
　
　
　
　
支
配
は
、
代
官
職
の
石
井
氏
が
担
当
し
て
い
た
。

　
　
（
2
）
　
そ
の
他
　
大
聖
寺
（
東
福
寺
桂
昌
庵
末
寺
）
・
顕
行
院
（
金
剛
輪
寺
）
・

　
　
　
　
　
城
興
寺
（
「
家
門
氏
寺
」
）
・
九
品
寺
・
成
恩
寺
・
金
輪
寺
な
ど
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
い
ず
れ
も
九
条
家
と
の
関
わ
り
が
強
く
、
東
九
条
境
内
に
寺
地
や
所
領

　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

　
　
　
　
　
が
あ
っ
た
。

　
②
東
九
条
御
領
（
境
内
）
お
よ
び
家
領
内
の
寺
院
所
領

　
　
（
1
）
　
東
福
寺
関
係
の
寺
院
　
九
条
家
が
管
領
権
を
も
つ
東
福
寺
の
一
音
院
は

　
　
　
　
　
鎌
倉
期
よ
り
九
条
家
領
が
寄
進
さ
れ
て
き
た
が
、
中
世
後
期
に
は
東
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

　
　
　
　
　
条
近
辺
に
寺
領
が
あ
り
、
田
原
荘
本
所
分
内
に
も
所
領
を
与
え
ら
れ
て

　
　
　
　
　
（
8
0
）

　
　
　
　
　
い
た
。
一
音
院
領
の
支
配
は
九
条
家
の
家
僕
の
機
構
に
依
拠
し
、
東
九

　
　
　
　
　
条
境
内
の
寺
領
の
収
納
・
算
用
は
石
井
氏
が
支
え
て
い
た
。

　
　
（
2
）
　
光
明
峯
寺
関
係
の
寺
院
　
九
条
道
家
の
創
建
し
た
光
明
峯
寺
の
供
僧
院

　
　
　
　
　
家
も
寺
領
を
有
し
た
。
密
厳
院
は
東
九
条
境
内
や
東
山
毘
沙
門
谷
に
所

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

　
　
　
　
　
領
を
有
し
た
。
十
輪
院
・
成
身
院
は
蔭
山
荘
本
所
分
内
な
ど
の
給
与
を

　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

　
　
　
　
　
受
け
た
。
「
祈
願
所
」
「
祈
祷
所
」
た
る
院
家
へ
の
九
条
家
か
ら
の
寄
進

　
　
　
　
　
所
領
で
あ
ろ
う
。
な
お
光
明
峯
寺
は
小
塩
荘
の
名
目
上
の
領
主
で
あ
っ

　
　
　
　
　
た
。

　
　
（
3
）
　
そ
の
他
　
東
福
寺
常
住
・
同
正
覚
院
・
同
芽
陀
利
院
・
万
寿
寺
（
京
都

　
　
　
　
五
山
禅
寺
）
・
嵯
峨
往
生
院
・
泉
涌
寺
妙
観
院
な
ど
が
東
九
条
境
内
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

　
　
　
　
所
領
を
有
し
た
。

③
九
条
家
出
身
の
者
が
門
跡
・
院
主
と
な
っ
た
寺
院
と
そ
の
所
領

（1
）

（2
）

（3
）

（4
）

随
心

院
領
小
塩
荘
　
明
応
三
（
一
四
九
四
）
年
以
降
、
九
条
家
出
身
の

忠
厳
（
政
忠
の
子
息
）
が
門
跡
と
な
り
、
小
塩
荘
は
九
条
家
・
随
心
院

の

共
同
支
配
下
に
置
か
れ
、
さ
ら
に
預
所
1
1
門
跡
坊
官
芝
氏
の
家
僕
化
、

荘
務
把
握
と
家
僕
の
奉
行
就
任
な
ど
、
九
条
家
の
小
塩
荘
「
直
務
」
化

が
強
ま
る
。

東
山
毘
沙
門
堂
領
大
原
田
　
東
山
毘
沙
門
堂
門
跡
の
忠
承
も
政
忠
の
子

息
で
あ
る
。
山
城
国
紀
伊
郡
上
鳥
羽
御
所
内
（
大
原
田
）
を
有
し
た
。

こ
の
支
配
も
一
時
、
九
条
家
の
「
直
務
」
と
さ
れ
、
矢
野
氏
・
石
井
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

が
在
地
支
配
に
関
与
し
た
。

東
大
寺
東
南
院
領
大
和
国
石
川
荘
　
東
南
院
は
中
世
後
期
、
政
忠
の
子

息
た
ち
（
政
紹
・
忠
厳
）
が
門
跡
と
な
り
、
政
基
・
尚
経
期
の
九
条
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
8
5
）

は
「
数
代
為
当
家
令
相
続
候
、
当
門
主
連
枝
分
候
」
と
認
識
し
て
い
た
。

文
亀
元
（
一
五
〇
一
）
年
の
忠
厳
の
門
跡
就
任
後
、
九
条
家
は
石
川
荘

違
乱
の

停
止

を
命
じ
、
門
跡
忠
厳
の
支
配
権
の
強
化
（
お
よ
び
忠
厳
の

兼
任
す
る
随
心
院
門
跡
の
坊
官
本
間
氏
の
荘
務
奉
行
就
任
）
を
は

　
　
（
8
6
）

か

っ
た
。

相
国
寺
松
泉
軒
　
明
応
二
年
、
政
基
の
子
息
（
松
商
）
が
相
国
寺
松
泉

軒
に
入
寺
し
、
播
磨
・
美
作
・
備
前
の
守
護
赤
松
政
則
の
猶
子
と

　
　
（
8
7
）

な
っ
た
。
赤
松
政
則
は
、
政
基
の
子
息
澄
之
を
家
督
養
子
に
迎
え
た
幕

府
管
領
（
京
兆
）
細
川
政
元
の
姉
婿
で
あ
る
。
赤
松
氏
の
親
族
と
な
っ

た
松
泉
軒
（
松
泉
院
）
は
、
後
述
の
よ
う
に
蔭
山
荘
の
支
配
に
関
し
て

九
条
家
の
意
向
を
守
護
方
に
取
り
次
ぐ
役
割
を
果
た
す
。

④
九
条
家
が
支
配
権
を
も
つ
寺
社
と
そ
の
所
領

　
（
1
）
　
嵯
峨
往
生
院
　
往
生
院
は
九
条
家
が
住
持
任
免
権
・
寺
領
進
退
権
を
も
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つ
寺
院
。
往
生
院
領
は
付
近
の
山
林
田
畠
か
ら
成
り
、
「
御
家
領
」
と

　
　
　
　
　
も
い
わ
れ
た
。
同
じ
嵯
峨
の
教
法
院
・
三
宝
院
領
と
と
も
に
九
条
家
が

　
　
　
　
　
永
正
九
（
一
五
一
二
）
年
に
売
却
し
た
が
、
本
役
・
年
貢
徴
収
権
は
留

　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

　
　
　
　
　
保
し
た
。
往
生
院
領
に
は
摂
津
国
板
川
が
あ
り
、
石
井
氏
が
関
与
し
た
。

　
　
（
2
）
　
梅
宮
社
　
橘
氏
の
氏
神
で
あ
る
山
城
国
葛
野
郡
梅
宮
社
は
、
橘
氏
是
定

　
　
　
　
　
（
長
者
）
で
あ
る
九
条
家
の
祈
願
所
で
も
あ
り
、
そ
の
管
領
権
や
社
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）

　
　
　
　
　
所
領
の
支
配
権
は
九
条
家
が
握
っ
た
。
明
応
三
（
一
四
九
四
）
年
の
梅

　
　
　
　
　
宮

と
社
領
東
梅
津
住
人
の
紛
争
に
対
し
、
九
条
家
が
「
家
門
之
軍
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
9
1
）

　
　
　
　
　
派
遣

し
て
鎮
圧
を
は
か
っ
た
こ
と
は
、
島
田
次
郎
氏
の
指
摘
に
詳
し
い
。

　
　
（
3
）
　
そ
の
他
　
東
山
浄
土
寺
の
散
在
山
林
田
畠
は
九
条
家
が
「
進
止
」
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）

　
　
　
　
　
限
を
有
し
た
。
醍
醐
勝
倶
眠
院
・
大
慈
恩
寺
（
盧
山
寺
末
寺
）
も
九
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

　
　
　
　
　
家
が
支
配
権
を
も
っ
た
。

　
⑤
そ
の
他
の
関
係
寺
院
と
そ
の
所
領

　
　
（
1
）
　
知
恩
院
　
浄
土
宗
総
本
山
の
知
恩
院
で
は
な
く
、
宇
治
知
恩
院
（
智
恩

　
　
　
　
　
院
）
と
い
わ
れ
た
寺
院
と
思
わ
れ
る
。
知
恩
院
の
僧
は
九
条
家
と
の
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

　
　
　
　
　
流
が
深
く
、
応
仁
年
間
に
は
蔭
山
荘
内
に
も
知
行
を
有
し
た
。
な
お
宇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）

　
　
　
　
　
治
に
は
摂
関
家
の
「
渡
領
」
が
あ
り
、
「
九
条
殿
御
領
山
城
国
久
世
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
）

　
　
　
　
　
宇
治
内
水
田
」
も
あ
っ
た
。

　
　
（
2
）
　
大
聖
寺
　
尼
五
山
と
し
て
知
ら
れ
る
寺
院
で
あ
る
。
東
九
条
境
内
の
大

　
　
　
　
　
聖

寺
と
は
一
応
区
別
し
て
お
く
。
九
条
家
の
寄
進
で
土
佐
国
片
山
荘
を

　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

　
　
　
　
　
領
有
し
た
。

　
史
料
上
、
政
基
・
尚
経
期
の
九
条
家
と
関
係
の
深
い
寺
院
・
神
社
を
い
く
つ
か
紹

介
し
て
み
た
。
こ
れ
ら
の
諸
寺
社
は
所
領
維
持
の
面
で
九
条
家
へ
の
依
存
を
強
め
、

九

条
家
家
門
・
家
僕
の
所
領
支
配
へ
の
関
与
が
強
化
さ
れ
た
。
永
正
五
（
一
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
）

八
）
年
の
九
条
家
・
随
心
院
の
小
塩
荘
務
相
論
に
み
る
よ
う
に
、
九
条
家
と
寺
社
の

間
に
は
矛
盾
・
対
立
も
存
在
し
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
関
連
寺
社
が
収
納
1
1
財
政
を
と

も
か
く
も
維
持
し
て
い
く
上
で
は
、
九
条
家
（
お
よ
び
家
僕
）
へ
の
依
存
が
不
可
欠

で
あ
る
。
九
条
家
は
家
領
の
支
配
だ
け
で
な
く
関
係
寺
社
と
そ
の
所
領
も
維
持
し
な

く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
の
た
め
、
九
条
家
は
家
僕
を
寺
院
所
領
の
奉
行
と
し
、
坊
官
を
家
僕
化
す
る
な

ど
、
関
連
寺
院
と
の
一
体
化
を
志
向
し
た
。
さ
ら
に
家
領
の
中
に
も
寺
院
の
所
領
が

設
定
・
寄
進
さ
れ
た
。
さ
ら
に
九
条
家
の
家
領
と
寺
院
所
領
が
集
中
す
る
東
九
条
御

領
（
境
内
）
の
支
配
を
強
化
す
る
た
め
、
「
本
役
」
の
賦
課
を
採
用
し
た
。
「
本
役
」

（御
本
所
役
）
に
は
地
子
銭
・
公
事
・
公
用
の
徴
収
が
あ
る
が
、
特
に
「
境
内
段

銭
」
（
「
恒
例
段
銭
」
「
臨
時
段
銭
」
）
は
東
九
条
御
領
（
境
内
）
の
所
領
全
体
に
賦
課

さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

　
　

大
聖
寺
分
、
就
本
役
無
沙
汰
、
勘
落
事
、

と
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
境
内
段
銭
」
な
ど
の
「
本
役
」
の
未
納
に
は
、
所
領
没
収
の

　
　
　
　
　
　
（
9
9
）

処
分
が
と
ら
れ
た
。

　

ま
た
幕
府
が
九
条
家
領
内
の
狼
籍
を
停
止
し
た
文
書
に
は
、

　
　

御
家
門
領
御
境
内
東
九
条
庄
・
同
河
原
散
在
井
高
松
殿
敷
地
・
東
山
浄
土
寺
散

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

　
　
在
山
林
田
畠
・
嵯
峨
往
生
院
教
法
院
山
林
田
畠
等
事
、
（
以
下
略
）
、

と
記
さ
れ
、
東
九
条
御
領
外
の
寺
院
所
領
も
し
だ
い
に
家
領
に
準
じ
て
家
門
の
進
止

す
る
所
領
と
さ
れ
た
。
境
内
で
な
い
嵯
峨
往
生
院
・
教
法
院
領
に
も
九
条
家
の
「
本

役
」
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
九

条
家
は
関
連
寺
院
お
よ
び
そ
の
所
領
と
の
相
互
依
存
を
は
か
り
、
し
だ
い
に
そ

の

統
制
を
強
め
た
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
九
条
家
領
が
「
十
二
箇
所
」
「
七
箇

所
」
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
的
確
な
見
方
で
は
な
い
。
寺
院
所
領
も
ま
た
広
義
の
九

条
家
支
配
下
の
所
領
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
寺
社
の
所
領
は
家
領
と

と
も
に
、
ま
が
り
な
り
に
も
政
基
・
尚
経
期
ま
で
は
支
配
が
継
続
し
て
い
く
。

　
九
条
家
は
東
九
条
御
領
（
境
内
）
・
日
根
荘
・
小
塩
荘
な
ど
の
重
要
所
領
に
経
営

努
力
を
傾
注
す
る
一
方
、
複
数
の
家
領
と
寺
院
所
領
の
維
持
を
目
指
し
た
。
九
条
家

の

中
枢
で
は
家
門
－
家
僕
の
「
家
」
と
「
家
」
と
の
主
従
制
の
強
化
が
進
展
し
た
が
、

所
領
支
配
全
体
の
機
構
は
地
域
的
領
主
制
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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後
述
す
る
よ
う
に
所
領
支
配
の
実
務
（
収
納
）
は
家
僕
が
担
っ
た
が
、
公
家
権
門

た
る
九
条
家
は
家
領
・
寺
院
所
領
を
維
持
す
る
上
で
、
畿
内
・
西
国
に
お
い
て
政
治

統
合
の

求
心
力
を
い
ま
だ
有
し
て
い
た
室
町
幕
府
－
守
護
体
制
へ
の
依
存
関
係
を
必

須
の

条
件
と
し
た
。
こ
の
点
で
九
条
家
家
門
・
家
僕
が
関
係
寺
院
の
門
跡
・
僧
侶
と

と
も
に
、
幕
府
・
朝
廷
・
貴
族
社
会
の
中
で
錯
綜
し
た
関
係
を
有
し
た
こ
と
が
、
幕

府
・
守
護
と
の
協
調
依
存
を
支
え
る
人
脈
と
し
て
機
能
し
た
。
政
基
の
子
息
澄
之
が

細

川
政
元
の
家
督
養
子
と
な
っ
た
こ
と
は
著
名
だ
が
、
そ
れ
だ
け
が
幕
府
勢
力
と
の

パ

イ
プ
で
は
な
か
っ
た
。
赤
松
政
則
の
猶
子
と
な
っ
た
松
商
（
相
国
寺
松
泉
軒
主
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

将
軍
足
利
義
植
の
猶
子
と
な
っ
た
子
息
義
尭
（
三
宝
院
門
跡
）
な
ど
が
幕
府
・
守
護

と
の
関
係
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
た
。
幕
府
と
の
人
脈
の
あ
る
冨
小
路
俊
通
、
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

家
（
特
に
細
川
京
兆
勢
力
）
と
の
関
係
の
強
い
石
井
氏
の
登
用
も
同
様
で
あ
る
。

　
政

基
・
尚
経
期
に
は
九
条
家
出
身
の
門
跡
が
増
加
し
、
九
条
家
は
門
跡
寺
院
と
の

複
合
権
門
的
性
格
を
強
め
た
。
朝
廷
・
公
家
社
会
で
は
、
文
芸
を
通
じ
た
人
脈
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仰
）

り
九
条
家
を
支
え
た
毘
沙
門
堂
門
跡
忠
承
の
存
在
が
大
き
い
。
関
係
寺
院
の
門
跡
・

僧
侶
に
は
、
京
都
の
公
家
・
武
家
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
九
条
家
の
人
脈
を
補
完
す

る
役
割
が
あ
っ
た
。
九
条
家
に
と
っ
て
の
関
係
寺
院
の
意
味
は
こ
の
よ
う
な
点
に
も

あ
っ
た
。

③
家
領
荘
園
の
支
配
に
お
け
る
家
僕
の
役
割

　
中
世
後
期
本
所
一
円
領
の
支
配
に
つ
い
て
は
、
本
家
職
・
領
家
職
が
衰
退
し
、
本

所
が
預
所
・
雑
掌
・
給
主
・
代
官
を
直
接
掌
握
す
る
機
構
を
と
る
荘
園
が
存
続
し
て

い

く
こ
と
は
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
る
。
九
条
家
領
の
支
配
機
構
に
つ
い
て
も
本
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聖

ー
給
主
・
奉
行
（
家
僕
）
・
代
官
の
機
構
を
想
定
す
る
西
谷
氏
の
見
解
が
あ
る
。
「
本

所
」
1
1
九
条
家
は
日
根
荘
に
み
る
よ
う
に
家
僕
の
荘
務
権
を
「
直
務
」
体
制
の
下
に

吸
収
し
、
「
御
番
衆
」
「
沙
汰
人
衆
」
に
編
成
し
た
家
僕
を
奉
行
と
し
て
荘
務
を
担
わ

せ

た
。
九
条
家
の
場
合
、
荘
園
支
配
を
担
当
す
る
家
僕
は
「
給
人
」
と
も
い
わ
れ
る

が
、
多
く
は
「
奉
行
」
と
い
わ
れ
る
。
関
連
寺
院
の
所
領
で
は
代
官
に
任
じ
る
こ
と

も
あ
る
。
本
所
の
権
限
が
集
中
強
化
さ
れ
た
中
世
後
期
の
九
条
家
領
（
関
係
寺
院
所

領
を
含
む
）
の
支
配
機
構
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
本
所
（
九
条
家
）
ー
御
番
衆
中
ー
奉
行
・
代
官
（
家
僕
）

　
　
　
　
　
　
関
係
寺
院
ト
坊
官
L

　
「
本
所
」
九
条
家
の
意
向
1
1
「
仰
」
を
奉
じ
る
家
僕
集
団
（
廿
御
番
衆
中
）
が
個

別
荘
園
の
奉
行
1
1
家
僕
の
上
位
に
あ
り
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
本
所
（
九
条
家
・
家

僕
集
団
）
の
新
制
・
事
書
（
1
1
本
所
法
）
が
荘
園
支
配
（
荘
務
）
の
体
制
を
定
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

奉
行
・
代
官
以
下
を
統
制
下
に
置
い
て
い
た
。

　
　
　
　
　
就
光
明
峯
寺
儀
被
定
置
条
々

　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
一
　
小
塩
庄
寺
務
分
、
任
本
帳
之
旨
、
可
興
行
事
、

　
　
一
、
本
家
検
使
与
預
所
検
使
相
共
、
可
遂
勘
定
事
、

　
　
一
、
同
両
検
使
・
同
僕
従
等
、
於
庄
家
、
不
可
口
論
、
若
有
可
語
論
子
細
者
、

　
　
　
　
可
注
進
本
家
事
、

　
　
一
、
預
所
井
時
上
使
已
下
、
於
庄
内
、
以
私
之
沙
汰
、
或
宛
非
分
臨
時
之
役
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
易
力
）

　
　
　
　
或
難
為
鰍
寡
孤
独
、
不
可
護
是
事
、

　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
唐
橋
在
名
）

　
　
文
亀
三

年
癸
亥
十
二
月
　
日
　
　
　
　
　
　
蔵
人
左
近
将
監
菅
原
朝
臣
　
判

　
光
明
峯
寺
と
小
塩
荘
に
つ
い
て
の
「
新
制
」
と
い
わ
れ
る
こ
の
文
書
か
ら
、
小
塩

荘
の
支
配
を
担
う
家
僕
の
職
掌
が
一
覧
で
き
る
。
小
塩
荘
は
九
条
家
と
随
心
院
（
1
1

寺
務
）
の
共
同
支
配
下
に
あ
る
た
め
、
奉
行
で
は
な
く
門
跡
配
下
の
預
所
（
芝
氏
、

九

条
家
家
僕
化
）
が
お
り
、
そ
の
下
に
検
使
・
僕
従
や
上
使
が
派
遣
さ
れ
た
。
な
お

小
塩
荘
で
は
九
条
家
家
僕
の
「
奉
行
」
も
置
か
れ
る
。

　
荘
務
を
担
う
家
僕
（
奉
行
・
上
使
・
代
官
ほ
か
）
を
家
領
（
七
箇
所
）
お
よ
び
主

要
な
関
係
寺
院
所
領
で
み
る
と
、
表
の
通
り
で
あ
る
。
単
な
る
給
恩
所
得
者
で
は
な

い
、
支
配
と
収
納
を
担
当
す
る
家
僕
が
「
奉
行
」
「
代
官
」
と
み
な
せ
よ
う
。
奉
行
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［中世後期の九条家家僕と九条家領荘園］

に

は

唐
橋
在
治
・
在
数
・
冨
小
路
俊
通
・
同
資
直
・
白
川
富
秀
・
信
濃
小
路
長
盛
・

石
井
在

利
・
竹
原
定
雄
（
唐
橋
在
満
）
・
矢
野
在
清
ら
が
み
え
る
。
日
根
荘
（
政
基

下
向
期
間
）
に
お
け
る
石
井
在
利
と
東
九
条
御
領
内
の
矢
野
在
清
を
除
く
と
、
み
な

諸
大
夫
級
の

家
僕
で
あ
る
。
東
九
条
御
領
（
境
内
）
は
下
司
石
井
氏
・
公
文
矢
野
氏

が
荘
務

を
担
い
、
寺
院
所
領
は
小
塩
荘
な
ど
奉
行
（
諸
大
夫
級
家
僕
）
が
置
か
れ
る

場
合

と
代
官
（
侍
身
分
の
家
僕
）
が
置
か
れ
る
場
合
が
あ
る
。
石
井
・
矢
野
氏
を
除

く
と
、
政
基
・
尚
経
期
の
家
領
の
奉
行
の
ほ
と
ん
ど
は
諸
大
夫
級
の
家
僕
で
固
め
ら

れ

て

い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
小
塩
荘
の
「
新
制
」
に
み
え
る
「
上
使
」
「
検

使
」
だ
が
、
他
の
家
領
で
も
み
ら
れ
、
主
に
侍
身
分
の
家
僕
が
こ
の
任
に
当
た
っ
た
。

　

日
根
荘
に
お
け
る
在
数
・
俊
通
の
よ
う
に
長
期
に
わ
た
り
荘
務
を
掌
握
す
る
家
僕

が
研
究
史
上
知
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
家
僕
が
複
数
の
荘
園
支
配
に
関
与
す
る
こ
と

も
多
い
。
家
領
の
奉
行
・
荘
務
か
ら
み
て
も
唐
橋
氏
主
導
の
あ
り
方
か
ら
、
各
家
僕

の

共
同
荘
務
へ
の
傾
向
が
強
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　
現
実

に
は
奉
行
の
荘
務
は
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
る
の
か
。
伝
存
文
書
か
ら
は
、

奉
行
は
収
納
（
配
符
の
発
給
）
・
算
用
（
算
用
状
の
作
成
）
、
代
官
と
の
交
渉
（
代

官
請
文
の
受
理
・
代
官
職
補
任
状
の
発
給
な
ど
）
、
禁
制
や
指
令
（
御
教
書
・
奉

書
）
の
伝
達
な
ど
に
関
与
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
当
該
期
の

荘

園
支
配
の
本
質
は
勧
農
で
も
撫
民
で
も
な
く
、
な
り
ふ
り
構
わ
ぬ
収
納
の
実
現
に

あ
る
。
播
磨
の
田
原
・
蔭
山
荘
で
は
、
白
川
富
秀
が
矢
野
氏
（
上
使
・
御
使
）
と
と

も
に
明
応
～
大
永
の
長
期
間
、
荘
務
を
担
当
し
た
。
蔭
山
荘
は
九
条
家
の
支
配
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瑚
）

る
田
数
が
応
永
期
の
三
一
八
町
余
か
ら
明
応
期
に
は
二
七
町
余
に
減
少
し
て
い
た
が
、

富
秀
は
明
応
七
（
一
四
九
八
）
年
に
自
ら
下
向
し
て
九
月
、
「
御
番
衆
御
中
」
を
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
1
）

じ
て
家
門
に
次
の
よ
う
に
報
告
し
た
。

　
　
（
前
略
）

　
　
一
、
か
け
山
方
御
さ
ん
用
事
、
承
候
、
則
調
候
て
、
殿
下
御
目
に
か
け
候
、
当

　
　
　
　
春
段
銭
事
も
い
ま
た
未
進
候
間
、
到
来
候
者
、
一
向
に
御
さ
ん
用
可
申
候
、

　
　
　
　
去
年
当
季
分
御
さ
ん
用
進
上
申
候
、

　
　
　
　
　
（
後
略
）

　
奉
行
の
富
秀
自
身
の
下
向
は
、
当
年
の
算
用
状
注
進
と
未
進
分
（
当
年
春
段
銭
）

の

督
促
・
算
用
に
目
的
が
あ
り
、
こ
こ
で
前
年
の
秋
段
銭
の
算
用
状
を
進
上
し
て
い

る
。
こ
れ
以
前
、
明
応
四
年
に
は
御
着
御
納
所
（
守
護
方
）
の
誼
責
・
百
姓
逃
散
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
跳
）

在
地
に
よ
る
九
条
家
側
人
物
の
下
向
要
請
が
あ
っ
た
。

　

富
秀
は
、
実
力
者
浦
上
氏
を
背
景
と
す
る
播
磨
御
着
の
小
寺
氏
の
未
進
問
題
に
対

し
て
は
、
蔭
山
荘
内
多
田
村
の
名
主
（
荘
官
）
か
ら
「
無
等
閑
」
き
旨
を
と
り
つ
け
、

守
護
方
の
重
臣
（
浦
上
氏
・
葦
田
氏
）
に
も
書
状
を
遣
わ
し
て
小
寺
氏
に
圧
力
を
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

け
、
「
段
銭
少
ツ
・
先
且
納
所
」
を
実
現
。
同
年
末
に
は
秋
段
銭
の
「
到
来
」
（
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

官
・
荘
官
か
ら
の
納
入
）
を
受
け
て
算
用
状
を
作
成
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

　
下
向
中
、
富
秀
は
田
原
荘
（
当
時
は
公
田
三
三
町
余
に
減
少
）
の
収
納
も
担
当
し

た
。
こ
こ
で
は
百
姓
逃
散
が
起
こ
っ
た
が
、
富
秀
は
代
官
（
名
子
氏
）
・
公
文
と
対

応

を
協
議
し
、
守
護
代
の
赤
松
政
秀
に
も
働
き
か
け
、
家
僕
（
上
使
）
の
矢
野
数
清

と
も
合
意
の
上
で
段
銭
賦
課
率
を
変
更
し
、
百
姓
の
「
召
出
」
に
漕
ぎ
着
け
た
。
さ

ら
に
百
姓
の
訴
え
た
「
免
之
儀
」
（
損
免
要
求
）
に
つ
い
て
も
政
秀
と
協
議
し
て
い

る
。
下
向
中
、
富
秀
は
、
「
段
銭
事
落
居
候
ハ
す
ハ
、
当
年
ハ
越
年
を
可
仕
心
中

候
」
コ
身
を
彼
庄
（
田
原
荘
）
内
に
す
て
候
へ
き
心
中
候
」
と
い
う
覚
悟
で
荘
務

　
　
　
　
　
（
皿
）

に
臨
ん
で
い
る
。

　
奉
行
・
上
使
に
と
っ
て
最
重
要
の
任
務
た
る
収
納
の
実
現
の
た
め
に
は
、
家
領
の

日
常
的
な
経
営
や
現
実
の
収
奪
を
行
っ
て
い
る
代
官
・
荘
官
の
違
乱
・
離
反
を
防
ぎ
、

彼

ら
と
協
議
し
て
荘
園
領
主
側
へ
の
収
納
へ
の
協
力
を
と
り
つ
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
の
収
納
業
務
と
は
現
地
代
官
か
ら
の
年
貢
・
段
銭
の
到
来
を
待
っ
て
算
用
状

を
作
成
し
、
全
収
納
分
か
ら
必
要
経
費
や
債
務
返
済
分
を
除
外
し
た
残
り
分
を
家
門

に
進
上
す
る
こ
と
、
そ
し
て
収
納
を
確
認
し
、
代
官
・
荘
官
を
通
じ
て
未
進
を
追
徴

す
る
こ
と
で
あ
る
。
減
少
の
一
途
を
た
ど
る
収
納
を
で
き
る
だ
け
維
持
す
る
に
は
、

富
秀
の
例
に
み
る
よ
う
に
代
官
・
在
地
勢
力
の
協
力
だ
け
で
な
く
、
そ
の
背
景
に
い

る
守
護
勢
力
（
播
磨
で
は
赤
松
氏
）
と
交
渉
し
て
そ
の
了
解
を
得
る
こ
と
、
百
姓
の
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要
求
に
も
対
処
す
る
こ
と
な
ど
が
不
可
欠
で
、
時
に
は
奉
行
自
身
が
下
向
す
る
こ
と

も
必
要
だ
っ
た
。
奉
行
の
上
使
派
遣
に
よ
る
代
官
と
の
連
絡
・
調
整
、
代
官
か
ら
の

「可
然

御
方
」
の
下
向
の
要
求
は
、
政
基
下
向
直
前
の
明
応
年
間
の
日
根
荘
で
も
う

　
　
　
　
　
　
　
（
Ψ

か

が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
荘
務
担
当
者
や
家
僕
の
直
接
下
向
は
、
室
町
中
期
よ
り
見
え
始
め
る
。
享
徳
～
長

禄
年
間
、
尾
張
国
二
宮
の
代
官
違
乱
問
題
で
、
収
納
の
た
め
大
聖
院
斎
尊
僧
都
（
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
1
）

官
）
、
次
い
で
上
使
の
石
井
在
安
が
下
向
し
、
応
仁
・
文
明
期
に
は
唐
橋
在
治
が
在

　
　
（
鵬
）

荘

し
た
。
政
基
・
尚
経
期
に
は
家
僕
（
奉
行
・
上
使
）
の
直
接
下
向
の
事
例
は
増
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

て

く
る
。
公
家
家
門
の
在
荘
・
在
国
は
菅
原
正
子
氏
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き

た
が
、
下
向
し
た
の
は
家
門
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
家
門
下
向
の
背
後
に
は
家
僕
の

下
向
と
収
納
が
広
汎
に
存
在
し
て
い
た
。
田
原
荘
で
は
富
秀
以
前
に
上
使
矢
野
氏
ら

　
　
　
（
m
）

が
下
向
し
、
後
に
は
荘
内
一
音
院
知
行
分
の
「
直
納
」
の
た
め
芝
盛
親
（
芝
氏
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旦

族
、
家
僕
化
）
が
下
向
し
た
。
富
秀
自
身
、
大
永
元
（
一
五
二
一
）
年
に
も
「
御
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
1
）

使
」
と
し
て
田
原
荘
に
下
向
し
た
。

　
下
向
す
る
の
は
家
僕
（
上
使
・
奉
行
）
だ
け
で
は
な
い
。
田
原
荘
名
子
方
の
明
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

九

（
］
五
〇

〇
）
年
の
公
用
銭
算
用
状
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
（
前
略
）

　
　

百
五
十
文
　
弥
四
郎
上
路
銭

　
　
三

百
文
　
　
衛
門
三
郎
御
下
之
時
路
銭

　
　
（
後
略
）

　

弥
四
郎
・
衛
門
三
郎
ら
は
「
政
基
公
旅
引
付
」
の
文
亀
元
年
・
二
年
条
に
も
み
え
、

と
も
に
中
間
・
若
党
身
分
（
衛
門
三
郎
は
冨
小
路
俊
通
の
代
官
青
木
土
佐
入
道
の
中

間
）
で
あ
る
。
政
基
下
向
期
、
日
根
荘
で
は
の
べ
一
〇
名
以
上
の
中
間
・
若
党
・
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
り
】
］
）

者
が
日
根
荘
に
下
向
し
て
い
る
。
彼
ら
の
役
目
は
主
に
脚
力
・
定
使
と
し
て
の
情
報

伝
達
・
連
絡
・
報
告
に
あ
っ
た
が
、
衛
門
三
郎
は
日
根
荘
内
で
の
窃
盗
事
件
の
現
場

　
　
　
　
　
　
　
　
（
瑠
）

の

捜
査
・
検
断
を
担
い
、
ま
た
、
家
門
（
政
基
）
の
命
令
を
在
地
へ
伝
達
す
る
「
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

下
之
定
使
」
の
役
目
を
も
っ
た
者
も
あ
っ
た
。
奉
行
・
上
使
に
中
間
・
小
者
・
若
党

も
含
め
る
と
、
か
な
り
の
人
数
が
京
都
と
家
領
を
往
来
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
上
使
・
中
間
以
下
の
下
向
の
経
費
は
、
収
納
が
安
定
し
て
い
な
い
中
世

後
期
で
は
個
々
の
荘
園
ご
と
に
十
分
確
保
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
奉
行
は
算

用
に
際
し
、
機
に
応
じ
て
他
荘
園
へ
の
使
節
下
向
の
経
費
を
捻
出
す
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
富
秀
は
明
応
七
年
に
、
家
僕
の
小
原
掃
部
助
ら
の
備
中
国
（
駅
里
荘
）
下
向
の

路
銭

を
蔭
山
荘
の
段
銭
か
ら
支
出
し
、
同
年
の
富
秀
下
向
中
に
備
中
か
ら
上
っ
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

た
小
原
に
再
度
路
銭
を
渡
し
て
い
る
。
明
応
五
年
に
も
蔭
山
荘
の
算
用
か
ら
「
み
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

へ
の

路
銭
」
を
支
出
し
た
。
「
み
の
」
と
は
、
文
亀
元
年
に
も
富
秀
が
下
向
し
た
家

領
美
濃
国
下
有
智
御
厨
内
の
橘
と
い
う
所
領
の
こ
と
で
、
九
条
家
・
富
秀
は
そ
の
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

配
復
活
の
努
力
を
試
み
て
い
る
。

　
戦

国
期
と
も
な
れ
ば
、
こ
う
し
た
下
向
に
は
危
険
は
つ
き
も
の
で
あ
る
。
「
旅
引

付
」
に
よ
れ
ば
、
小
原
掃
部
助
な
ど
は
日
根
荘
に
下
向
し
た
が
「
於
堺
路
次
不
叶
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
　

由
有
雑
説
」
の
状
況
に
、
「
身
ヲ
失
テ
」
日
根
荘
の
政
基
の
も
と
に
参
上
し
た
。
ま

た
京
都
東
九
条
か
ら
政
基
に
送
ら
れ
た
書
状
や
荷
物
が
和
泉
守
護
被
官
に
奪
わ
れ
、

政
基
の

家
僕
（
山
田
重
久
）
が
地
域
の
武
士
（
和
泉
国
の
上
神
氏
）
・
足
軽
に
路
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
塑

で

取
り
囲
ま
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
定
の
武
力
を
も
つ
侍
身
分
の
家
僕
と
中
間
が

派
遣

さ
れ
る
背
景
に
は
こ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
た
。
ま
た
山
田
重
久
の
場
合
、
上
神

氏

と
面
識
が
あ
っ
た
た
め
事
な
き
を
得
て
い
る
。
侍
身
分
の
家
僕
は
在
地
勢
力
と
の

間
に
様
々
な
関
係
を
も
ち
、
こ
れ
が
上
使
・
使
者
に
起
用
さ
れ
る
一
因
で
も
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
時
期
、
奉
行
・
上
使
が
在
地
に
対
し
て
「
無
案
内
」
で
あ
る
の
は
ど
う
し
て

も
避
け
ら
れ
な
い
。
在
地
か
ら
す
れ
ば
荘
園
領
主
自
体
、
在
地
の
実
態
か
ら
遊
離
し

た
存
在
で
あ
る
の
は
否
め
な
い
。
そ
こ
で
奉
行
・
上
使
と
在
地
の
橋
渡
し
役
と
し
て

「案
内
者
」
が
必
要
と
な
る
。
蔭
山
・
田
原
両
荘
で
は
戦
国
期
、
「
顕
秀
」
な
る
者
が

「案
内
者
」
と
し
て
九
条
家
に
起
用
さ
れ
る
。
顕
秀
は
、

　
　
公

文
拘
分
（
田
原
荘
）
之
反
銭
も
、
顕
秀
案
内
者
之
事
に
て
候
に
、
不
審
候
申

　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

　
　
候
ハ
曲
事
に
て
候
、
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と
あ
る
よ
う
に
段
銭
未
納
の
状
況
を
報
告
し
、
ま
た
国
内
の
「
錯
乱
」
な
ど
の
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
型

治
情
勢
に
詳
し
く
、
在
地
の
「
日
損
」
の
状
況
や
「
御
佗
言
」
を
逐
次
報
告
し
た
。

顕
秀
は
蔭
山
荘
八
千
草
村
に
「
宿
所
」
が
あ
り
、
田
原
荘
本
所
分
御
名
分
を
知
行
し

　
　
（
1
3
1
）

て

い
る
。

　
顕
秀
と
同
様
の
役
割
は
、
日
根
荘
の
奉
行
冨
小
路
俊
通
の
代
官
青
木
土
佐
入
道
に

も
見
い
だ
せ
る
。
「
国
案
内
者
」
と
い
わ
れ
た
青
木
の
役
割
は
守
護
方
（
国
方
）
と

の

折
衝

に
と
ど
ま
ら
ず
、
年
貢
・
段
銭
の
収
納
、
番
頭
百
姓
の
申
状
や
注
進
の
取
り

次

ぎ
、
下
向
し
た
政
基
と
奉
行
の
補
佐
、
そ
の
在
荘
経
費
の
調
達
な
ど
多
岐
に
及
ん

　
　
（
皿
）

で

い
る
。

　
田
沼
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
中
世
後
期
の
家
領
支
配
は
在
地
の
状
況
か
ら
遊
離
し
、

一
定
の
公
用
・
本
役
・
本
年
貢
・
段
銭
を
徴
収
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
収

納
を
で
き
る
だ
け
実
現
・
維
持
す
る
こ
と
が
家
領
支
配
の
本
質
で
あ
っ
た
。
そ
の
支

配

は
請
負
代
官
や
在
地
の
荘
官
・
名
主
・
番
頭
以
下
の
機
構
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。

が
、
代
官
の
ほ
と
ん
ど
は
公
家
権
門
の
機
構
外
の
存
在
（
守
護
被
官
二
局
利
貸
・
在

地
勢
力
）
で
あ
り
、
代
官
の
非
法
に
は
公
家
が
独
力
で
こ
れ
を
排
除
す
る
の
は
難
し

か
っ

た
。
日
根
荘
の
場
合
、
九
条
家
は
代
官
の
更
迭
（
新
代
官
の
力
に
よ
る
旧
代
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
1
）

勢
力
の
排
除
、
旧
代
官
時
代
の
債
務
の
破
棄
）
で
対
処
し
た
が
、
ま
ま
な
ら
な
い
代

官
・
荘
官
ら
と
の
関
係
を
で
き
る
だ
け
維
持
す
る
に
は
、
奉
行
・
上
使
の
派
遣
と
と

も
に
、
「
国
案
内
者
」
を
起
用
し
、
在
地
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
も
一
定
度
有
効
で

あ
っ
た
。

　
九

条
家
領
の
支
配
は
、
在
地
に
お
い
て
は
守
護
被
官
や
地
域
権
力
の
代
官
支
配
へ

の

依
存
を
強
め
る
。
こ
の
た
め
代
官
の
背
後
に
い
る
守
護
・
地
域
勢
力
な
ど
へ
の
贈

答
が
荘
園
の
保
持
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
。
田
原
・
蔭
山
荘
の
場
合
、
先
述
の
よ

う
に
奉
行
の
白
川
富
秀
は
下
向
・
収
納
の
際
、
守
護
代
と
の
直
接
交
渉
を
必
要
と
し

た
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
多
額
の
銭
が
守
護
奉
行
・
被
官
に
「
礼
物
」

と
し
て
贈
ら
れ
る
。
富
秀
ら
奉
行
・
上
使
が
そ
の
支
出
・
贈
答
・
算
用
を
遂
行
し
て

　
（
団
）

い
た
。

　

さ
ら
に
政
基
の
子
息
松
喬
（
相
国
寺
松
泉
軒
主
）
は
播
磨
国
守
護
赤
松
政
則
の
猶

子
で

あ
り
、
松
泉
軒
（
松
泉
院
）
は
「
蔭
山
庄
御
公
用
井
段
銭
」
「
田
原
庄
御
公

用
」
に
つ
き
、
家
門
の
依
頼
を
受
け
て
九
条
家
と
守
護
方
の
間
の
「
取
次
」
の
役
割

　
　
　
　
（
5
3
1
）

を
果
た
し
た
。
大
永
元
（
］
五
二
一
）
年
の
富
秀
の
下
向
に
も
協
力
（
「
御
あ
つ
か

　
　
（
6
3
1
）

い
」
）
し
、
大
永
八
（
一
五
二
八
）
年
に
も
「
松
泉
院
殿
御
使
」
を
派
遣
し
、
実
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
］
）

者
浦
上
氏
に
「
蔭
山
庄
直
納
」
の
収
納
へ
の
協
力
を
働
き
か
け
た
。

　

こ
の
よ
う
に
家
領
の
維
持
に
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
関
係
が
動
員
・
利
用
さ
れ
る
。

荘
務
の
現
場
で
こ
れ
を
担
う
の
が
奉
行
・
上
使
ら
家
僕
で
あ
っ
た
。
家
僕
に
よ
る
収

納
分
は
算
用
の
上
、
京
都
に
送
ら
れ
る
が
、
そ
こ
か
ら
は
次
の
史
料
の
よ
う
に
、
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
囎
）

の
家
僕
の
給
分
も
支
給
さ
れ
て
い
た
。

　
　
名
子
方
ヨ
リ
請
取
御
公
用
御
さ
ん
用
状
事
（
以
下
略
）

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
在
名
）

　
　
拾
貫
五
百
文
　
　
唐
橋
　
夫
せ
ん
加
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竹
原
定
雄
）

　
　
五
貫
文
　
　
　
　
尊
松
殿
御
給
恩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
矢
野
）

　
　
三

貫
文
　
　
　
　
数
清
御
給
恩

　
　
　
（
後
略
）

　
先
に
あ
げ
た
明
応
九
年
の
田
原
荘
名
子
方
御
公
用
の
算
用
状
の
一
部
で
あ
る
。
矢

野
数
清
は
上
使
で
算
用
実
務
の
担
当
者
だ
が
、
在
名
・
定
雄
は
給
恩
の
知
行
者
で
し

か

な
い
。
家
僕
は
荘
務
を
担
当
し
な
い
家
領
に
も
給
恩
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
収
納
は

奉
行
・
上
使
に
依
存
し
て
い
た
。
備
中
国
駅
里
荘
で
も
永
正
三
（
一
五
〇
六
）
年
の

年
貢
算
用
で
、
唐
橋
在
名
・
白
川
富
秀
・
竹
原
定
雄
・
信
濃
小
路
長
盛
・
石
井
在

利
・
矢
野
在
清
と
奉
行
自
身
（
「
自
給
」
）
が
銭
を
数
十
疋
～
二
〇
〇
疋
程
度
、
給
与

さ
れ
て
い
る
。
駅
里
荘
で
は
収
納
高
に
応
じ
て
家
僕
ご
と
に
給
与
額
が
定
め
ら
れ
て

　
（
9
3
1
）

い

た
。
奉
行
と
な
っ
た
家
僕
た
ち
は
収
納
に
よ
っ
て
相
互
（
家
僕
ど
う
し
）
の
給

恩
・
給
与
や
中
間
ら
の
給
分
も
保
障
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
給
与
の
保
障
や
下
向

路
銭
捻
出
に
み
る
家
僕
相
互
の
関
係
が
、
家
領
相
互
の
同
時
並
行
支
配
を
支
え
る
一

因
で
も
あ
っ
た
。
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そ
れ
で
も
、
中
世
後
期
の
荘
園
経
営
は
慢
性
的
な
債
務
状
態
に
陥
り
、
荘
園
領
主

財
政

は
借
銭
な
し
に
は
困
難
と
な
る
。
家
領
か
ら
の
収
納
だ
け
で
な
く
、
家
僕
・
奉

行
に
は
借
銭
の
「
秘
計
」
や
諸
用
途
の
調
達
（
立
て
替
え
な
ど
）
の
能
力
も
期
待
さ

れ

て

い

た
。
唐
橋
在
数
が
政
基
に
殺
害
さ
れ
た
理
由
に
は
そ
の
専
横
に
加
え
て
日
根

荘
な
ど
の
経
営
の
失
敗
に
理
由
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
の
在
数
自
身
が
日

根

荘
の
知
行
権
を
与
え
ら
れ
た
の
も
、
政
基
へ
の
用
途
調
達
の
功
に
よ
っ
て
で

　
　
（
④

あ
っ
た
。
特
に
冨
小
路
・
石
井
・
矢
野
氏
な
ど
は
そ
う
し
た
金
銭
融
通
の
能
力
が
高

い
。
文
亀
元
年
、
関
白
に
就
任
し
た
尚
経
の
拝
賀
用
途
を
冨
小
路
俊
通
と
石
井
親
治

が

「
引
替
」
「
秘
計
」
し
、
俊
通
の
立
て
替
え
分
の
返
済
に
は
蔭
山
荘
段
銭
が
宛
て

　
　
（
川
）

ら
れ
た
。
先
の
白
川
富
秀
も
「
借
物
之
儀
」
の
功
に
よ
り
文
亀
三
年
か
ら
九
年
間
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

田
原
荘
本
所
分
内
に
知
行
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
家
僕
に
は
各
方
面
か
ら
借
銭
を
引

き
出
す
能
力
（
社
会
関
係
）
も
必
要
だ
っ
た
。
政
基
の
日
根
荘
下
向
当
初
、
そ
の
在

荘

を
経
費
面
で
支
え
た
の
は
、
家
僕
が
根
来
寺
か
ら
借
用
し
た
「
在
庄
用
」
千
疋

　
　
（
塑

だ
っ
た
。

　
荘
園
経
営
の
必
要
経
費
も
、
家
僕
が
自
身
の
所
有
地
を
質
に
す
る
な
ど
し
て
、
請

負
的
に
調
達
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
永
正
一
二
（
一
五
一
五
）
年
、
「
田
原
荘
段
銭

御
使
」
の
矢
野
在
清
は
「
我
等
作
分
」
を
「
し
ち
物
二
入
れ
候
て
、
御
下
用
引
替
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聖

て

ま
で
段
銭
の
納
入
を
請
け
負
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
可
能
と
な
る
背
景
に

は
、
家
僕
が
金
銭
融
通
な
ど
様
々
な
社
会
関
係
に
お
い
て
、
九
条
家
の
枠
外
に
独
自

の
基
盤

を
有
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
富
裕
な
家
僕
と
評
さ
れ
る
冨
小
路
俊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
据
）

通

な
ど
は
、
九
条
家
の
関
知
し
な
い
と
こ
ろ
で
多
額
の
金
銭
融
通
を
し
て
い
る
。
石

井
一
族
も
同
様
の
側
面
を
も
ち
、
金
融
や
京
都
周
辺
の
「
散
在
名
田
畠
諸
職
」
の

　
（
塑

集
積
を
進
め
て
い
る
。
家
領
や
家
政
（
家
財
政
）
の
維
持
に
は
、
独
自
の
基
盤
を
有

す
る
家
僕
（
特
に
そ
の
金
脈
）
へ
の
依
存
が
不
可
欠
だ
っ
た
。
家
門
の
家
僕
編
成
は

主
従
制
強
化
と
い
う
側
面
に
と
ど
ま
ら
ず
、
金
脈
を
も
つ
家
僕
を
つ
な
ぎ
止
め
る
と

い
う
意
味
も
あ
っ
た
。

④
家
門
の
下
向
・
直
務
支
配
と
家
僕

　
前
章
で
は
家
僕
の
役
割
を
広
く
家
領
全
般
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
家
領
支
配
（
収

納
）
の
維
持
に
は
奉
行
・
上
使
の
下
向
1
1
収
納
の
督
促
・
て
こ
入
れ
が
一
定
の
役
割

を
果
た
し
、
そ
の
必
要
経
費
（
下
向
路
銭
）
は
他
の
荘
園
か
ら
支
出
さ
れ
る
場
合
も

あ
っ
た
。
家
僕
の
給
与
も
奉
行
・
上
使
と
な
っ
た
家
僕
が
個
々
の
家
領
の
収
納
に

よ
っ
て
相
互
に
保
障
し
あ
っ
た
。
家
領
ご
と
に
支
配
・
収
納
が
孤
立
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
家
僕
1
1
奉
行
・
上
使
を
軸
に
あ
ら
ゆ
る
関
係
が
動
員
さ
れ
、
年
貢
・
段

銭
・
公
用
を
取
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
少
し
で
も
多
く
収
奪
す
る
と
い
う
意
味
で
、
家
領

支
配
が
維
持
さ
れ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
家
門
自
身
が
荘
園
に
下
向
し
た
日
根
荘
・
小
塩
荘
の
場
合
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
従
来
は
在
荘
支
配
に
お
け
る
政
基
の
意
志
・
方
針
が
議
論
さ
れ
て
き
た

よ
う
に
み
え
る
。
が
、
こ
こ
で
も
現
実
の
支
配
・
収
納
に
家
僕
た
ち
が
果
た
し
た
役

割
は
無
視
で
き
な
い
。
政
基
は
文
亀
元
（
一
五
〇
一
）
年
に
日
根
荘
に
下
っ
た
が
、

政
基

に
は
十
数
名
も
の
「
輿
副
衆
」
が
随
行
し
た
。
永
正
二
（
一
五
〇
五
）
年
の
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
即
）

塩
荘
下
向
に
も
少
な
か
ら
ぬ
家
僕
が
随
従
し
て
い
る
。

　

日
根
荘
（
当
時
は
日
根
野
・
入
山
田
の
二
か
村
）
の
場
合
も
、
政
基
の
直
務
の
下

に
奉
行
が
置
か
れ
た
。
奉
行
は
当
初
、
信
濃
小
路
長
盛
・
石
井
在
利
の
両
名
だ
っ
た

が
、
こ
の
「
両
奉
行
」
は
そ
れ
以
前
、
根
来
寺
代
官
支
配
の
時
よ
り
日
根
荘
領
家
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
理

の

支
配
に
関
与
し
て
お
り
、
両
名
の
政
基
随
行
1
1
下
向
は
必
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ

た
。
永
正
二
年
の
小
塩
荘
下
向
で
も
、
両
奉
行
（
長
盛
と
白
川
富
秀
）
が
政
基
に
随

　
　
（
囎
）

従

し
た
。
政
基
の
直
務
支
配
は
日
根
荘
領
家
方
（
九
条
家
家
門
直
属
地
）
の
支
配
を

奉
行
に
担
当
さ
せ
、
冨
小
路
俊
通
に
知
行
地
と
し
て
与
え
た
「
俊
通
奉
行
分
」
の
支

配
を
「
国
案
内
者
」
青
木
土
佐
入
道
に
担
当
さ
せ
る
体
制
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
文

亀
二
年
に
は
在
利
が
日
根
野
村
の
段
銭
三
年
分
を
無
断
で
免
除
し
た
問
題
で
奉
行
を

更
迭
さ
れ
、
ま
た
青
木
も
し
だ
い
に
荘
務
に
関
与
し
な
く
な
る
。
か
く
し
て
文
亀
二
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年
四
月
に
は
、

　
　

日
根
野
・
入
山
田
俊
通
奉
行
分
、
長
盛
一
二
種
二
申
合
了
、
今
日
入
山
田
方
相

　
　
触
之
云
々
、

と
あ
る
よ
う
に
、
日
根
野
・
入
山
田
村
全
域
が
政
基
ー
長
盛
（
奉
行
）
の
支
配
下
に

　
　
　
（
O
F
b
］
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

置
か
れ
る
。
政
基
の
直
務
支
配
は
九
条
家
内
部
で
は
「
太
閤
御
沙
汰
分
」
と
い
わ
れ
、

当
初
よ
り
子
息
尚
経
を
中
心
と
す
る
東
九
条
の
九
条
家
の
家
政
機
構
に
よ
る
支
配
で

な
く
、
下
向
し
た
政
基
自
身
の
支
配
と
い
う
性
格
が
強
ま
り
、
そ
の
限
り
で
は
奉

行
・
家
僕
も
政
基
の
統
制
下
に
置
か
れ
て
い
く
。

　
家
門
の
政
基
が
在
荘
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
日
根
荘
に
は
常
時
、
奉
行
以
下

の

家
僕
や
そ
の
代
官
・
青
侍
ら
が
数
名
は
在
荘
し
、
二
〇
名
ほ
ど
の
家
僕
・
中
間
以

　
　
　
　
（
ほ
）

下

が
下
向
し
た
。
そ
の
た
め
か
、
家
僕
た
ち
の
職
掌
の
分
担
体
制
も
整
備
さ
れ
て
い

く
。
石
井
在
利
更
迭
以
後
、
奉
行
に
は
信
濃
小
路
長
盛
あ
る
い
は
竹
原
定
雄
（
い
ず

れ
も
諸
大
夫
級
の
家
僕
）
が
任
じ
た
が
、
奉
行
の
役
割
は
「
旅
引
付
」
に
よ
れ
ば
、

他
の

家
領
と
同
様
、
年
貢
段
銭
の
算
用
（
算
用
状
の
作
成
・
注
進
）
や
次
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
1
）

政
基
の
意
を
奉
じ
た
奉
行
奉
書
・
御
教
書
の
発
給
が
あ
る
。

　
　
無
辺
光
院
住
持
職
事
、
可
任
補
之
由
、
被
仰
出
チ
6
6
、
此
旨
可
存
知
者
也
、
伍
執

　
　
達
如
件
、

　
　
　
　
文
亀
元
年
四
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
井
在
利
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
衛
門
大
夫
　
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
信
濃
小
路
長
盛
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
内
大
輔
　
　
判

　
　
　
　
　
善
興
御
房

一
方
、
奉
行
以
外
の
「
侍
中
」
1
1
侍
身
分
の
家
僕
は
、
「
上
使
」
「
定
使
」
「
両
使
」

「検
使
」
な
ど
、
使
節
と
し
て
現
場
で
荘
園
支
配
を
担
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
塑

い
く
つ
か
例
を
示
す
と
、

　
　
［
A
］
　
早
旦
二
反
銭
配
符
付
之
云
々
、
…
（
中
略
）
但
去
月
廿
一
日
就
内
検
共

　
　
　
　

依
取
乱
延
引
之
条
、
来
十
日
二
可
究
済
之
由
、
含
定
使
云
々
、

　
　
［
B
］
　
入
山
田
四
ヶ
村
者
一
向
佗
際
候
由
申
之
間
、
…
（
中
略
）
弐
千
疋
当
年

［C
］

［D
］

［E
］

［F
］

［G
］

　
［
A
］
は
段
銭
の
徴
収
業
務
の
指
示
、

免
）
、
［
C
］

護
方
を
撃
退
し
た
村
人
が
村
の
入
り
口
に
番
を
置
い
て
警
戒
に
当
た
っ
た
の
に
対
す

る
派
遣
、
［
F
］
は
番
頭
屋
内
の
検
封
、
［
G
］
は
在
地
へ
の
奉
書
（
政
基
の
意
を
奉

じ
た
）
の
伝
達
で
あ
る
。
侍
身
分
の
家
僕
た
ち
が
そ
の
実
務
を
担
当
・
遂
行
し
て
い

る
。
そ
れ
ら
が
政
基
と
奉
行
の
指
示
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
［
G
］
に
み
え
る
の
は

中
間
身
分
の
定
使
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
上
使
・
両
使
は
様
々
な
局
面
で
頻
繁
に

在
地

に
臨
ん
で
い
る
。
家
門
の
下
向
直
務
の
場
合
で
も
家
僕
・
中
間
ら
は
多
数
在
荘

し
て
お
り
、
家
門
は
こ
れ
ら
を
統
率
し
て
奉
行
ー
上
使
・
両
使
ー
中
間
・
若
党
の
支

配
機
構
を
整
備
し
た
。

　
政
基
の

自
筆
の
日
記
と
い
う
性
格
上
、
「
政
基
公
旅
引
付
」
は
前
関
白
1
1
政
基
の

威
光
が
誇
張
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
し
か
し
家
門
の
権
威
だ
け
で
収
納
が
実
現
で

き
た
の
で
は
な
い
。
地
下
の
根
強
い
抵
抗
の
た
め
在
地
の
実
態
か
ら
浮
き
上
が
り
つ

つ
あ
る
政
基
を
支
え
つ
つ
、
在
地
の
事
情
を
踏
ま
え
て
収
納
を
遂
行
す
る
の
も
奉
行

以
下
の

家
僕
の
役
割
だ
っ
た
。
文
亀
元
年
末
、
奉
行
の
石
井
在
利
は
独
断
で
日
根
野

村
東
方
に
段
銭
三
年
分
、
計
千
疋
の
免
除
を
行
っ
た
と
さ
れ
、
奉
行
の
任
を
外
さ

　
（
5
5
1
）

れ

た
。
在
利
は
家
門
へ
の
弁
明
の
中
で
、
一
年
分
（
三
百
疋
）
の
免
除
に
つ
い
て
は

計
、
以
公
用
之
内
、
可
遣
之
由
仰
付
了
、
伍
以
上
両
人
奉
書
、
付
両
使
、

…
（
前
略
）
伍
盗
人
之
所
見
者
顕
然
了
、
今
一
人
捕
取
法
師
、
遣
上
使

（本
間
祐
舜
・
山
田
重
久
）

加
賀
ト
万
五
郎
ト
、
於
円
満
寺
、
同
類
等
猶
可
糺
問
之
由
成
敗
之
処
…

（後
略
）

今
日
又
、
以
両
使
塩
野
兵
庫
助
・
山
田
万
五
郎
、
仰
遣
両
守
護
、
…

昨
夕
諸
勢
ヲ
ハ
引
了
、
伍
槌
丸
口
自
三
ヶ
村
、
居
置
番
者
也
、
此
方
ヨ

リ
上
使
両
三
人
宛
相
副
之
了
、

本
間
加
賀
・
中
井
又
四
郎
両
検
使
ヲ
定
使
二
相
副
、
屋
内
ヲ
符
了
、

…
（
前
略
）
番
頭
中
二
此
奉
書
ヲ
可
令
披
見
之
由
仰
付
遣
之
、
使
弥
次

郎
定
使
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
B
］
は
村
へ
の
公
用
分
の
返
還
（
賦
課
減

は
窃
盗
犯
の
尋
問
、
［
D
］
は
守
護
方
へ
の
使
者
の
派
遣
、
［
E
］
は
守
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認
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竪

　
　
去
年
三
百
疋
ハ
、
地
下
人
悉
山
入
仕
、
迷
惑
之
由
申
候
間
、
下
行
仕
候
、

　
つ
ま
り
、
村
人
の
逃
散
1
1
「
迷
惑
」
に
対
す
る
減
免
で
あ
っ
た
と
い
う
。
在
利
の

場
合

は
そ
の
職
を
更
迭
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
が
、
在
地
の
状
況
を
受
け
て
収
納

額
・
減
免
額
を
定
め
る
の
も
、
村
人
と
接
触
す
る
機
会
の
あ
る
家
僕
の
役
割
で
あ
っ

た
。
家
僕
の
動
き
が
独
善
的
・
権
威
主
義
的
な
政
基
の
支
配
の
行
き
過
ぎ
を
補
っ
て

い

た
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
政
基

と
家
僕
が
地
下
の
動
静
を
把
握
す
る
上
で
、
青
木
土
佐
入
道
の
よ
う
な
「
案

内
者
」
を
必
要
と
し
た
こ
と
は
無
論
だ
が
、
さ
ら
に
寺
院
の
僧
侶
た
ち
の
取
り
込
み

も
み
ら
れ
る
。
先
に
史
料
を
上
げ
た
無
辺
光
院
の
善
興
は
政
基
に
よ
り
住
持
に
任
じ

ら
れ
て
い
る
。
無
辺
光
院
は
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
根
野
村
東
方
の
政
所
で
、

年
貢
段
銭
の
収
納
の
場
で
あ
っ
た
。
住
持
の
善
興
は
「
旅
引
付
」
に
も
頻
出
し
、

　
　

日
根
野
村
西
方
事
、
於
地
下
者
云
、
…
（
中
略
）
御
百
姓
等
難
立
足
之
条
、
半

　
　
済
二
被
沙
汰
、
錐
為
只
今
被
退
押
妨
者
一
円
二
可
進
納
、
其
間
ヲ
ハ
可
半
納
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

　
　
由
、
連
々
以
無
辺
光
院
申
之
、
（
後
略
）

と
い
う
よ
う
に
、
村
（
日
根
野
村
西
方
）
か
ら
の
要
求
を
取
り
次
ぐ
存
在
だ
っ
た
。

政
基
ら
と
善
興
の
関
係
は
深
ま
り
、

　
　
重

陽
之
佳
節
、
可
喜
々
々
、
無
辺
光
院
来
、
樽
・
餅
・
松
茸
等
持
参
、
召
出
賜

　
　
　
（
邸
）

　
　

盃
了
、

な
ど
、
節
供
に
お
け
る
進
物
を
行
い
、
政
基
の
も
と
に
頻
繁
に
伺
候
し
て
い
る
。
そ

し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

　
　

今
夜

日
待
、
善
興
等
来
、
終
夜
有
双
六
等
之
興
遊
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
1
）

　
　

無
辺
光
院
来
、
召
簾
前
、
仰
内
儀
、

と
、
政
基
と
の
親
密
度
を
増
し
、
側
近
的
な
役
目
を
果
た
し
て
も
い
る
。

　
政
基
が
滞
在
し
た
入
山
田
村
の
長
福
寺
も
同
村
の
政
所
的
な
寺
院
と
な
っ
た
が
、

そ
の
住
持
も
善
興
同
様
、
政
基
に
進
物
・
礼
物
を
欠
か
し
て
い
な
い
。
ま
た
長
福
寺

に
近
い
同
村
大
木
の
円
満
寺
の
僧
は
、
政
基
の
命
で
日
根
荘
の
状
況
を
東
九
条
の
尚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

経

に
伝
え
る
べ
く
上
洛
し
て
い
る
。

　
荘
内
寺
院
の
僧
侶
は
、
村
と
政
基
・
家
僕
の
間
に
立
ち
、
村
の
代
弁
者
と
も
い
え

る
役
割
が
あ
っ
た
。
支
配
の
円
滑
化
の
た
め
に
は
、
寺
僧
・
住
持
の
取
り
込
み
（
被

官
化
）
も
一
定
の
効
果
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
日
根
荘
の
場
合
、
政
基
下
向
以
前
、

一
時
は
在
地
領
主
の
日
根
野
氏
も
「
故
唐
橋
被
官
人
之
時
」
と
い
う
よ
う
に
、
日
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ワ
・
6
1
）

荘
奉
行
唐
橋
在
数
の
被
官
人
で
、
「
給
分
」
が
あ
っ
た
。
結
局
、
日
根
野
氏
は
政
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
1
）

の
下
向
に
よ
り
日
根
荘
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
在
地
領
主
勢
力
の
取
り
込
み
も

家
領
支
配
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
小
塩
荘
で
は
九
条
家
は
在
地
勢
力
を

「御
被
官
人
」
「
御
家
門
被
官
」
と
し
、
政
基
下
向
の
際
に
は
「
水
垂
之
被
官
」
に

　
　
　
　
　
　
　
（
芭

「番
」
を
命
じ
て
い
る
。
日
根
荘
で
は
そ
の
排
除
（
お
よ
び
日
根
野
氏
の
背
後
に
い

る
守
護
方
の
介
入
の
抑
止
）
が
、
支
配
を
維
持
さ
せ
た
一
因
だ
っ
た
。

　
政
基
の

直
務
支
配
は
荘
園
支
配
の
在
地
領
主
化
と
も
評
さ
れ
る
。
政
基
と
家
僕
た

ち
は
下
向
中
、
守
護
方
・
在
地
領
主
を
あ
る
程
度
排
除
し
、
前
代
官
1
1
根
来
寺
僧
と

根
来
寺
を
介
在
さ
せ
ず
に
荘
内
を
支
配
し
た
。
そ
れ
は
確
か
に
戦
国
期
固
有
の
現
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
些

だ

が
、
安
西
欣
治
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
政
基
の
下
向
に
は
荘
務
を
放
棄
し
た
前
代

官
1
1
根
来
寺
僧
の
要
請
・
了
解
と
い
う
面
も
あ
り
、
政
基
自
身
が
短
期
間
の
在
荘
と

一
年
季
だ
け
の
収
納
の
再
建
を
目
的
と
し
て
い
た
。
戦
乱
・
飢
謹
な
ど
で
在
荘
は
長

期
化
し
た
が
、
荘
務
再
建
の
後
は
家
僕
（
奉
行
）
・
上
使
・
代
官
に
支
配
を
委
ね
る
、

さ
ら
に
根
来
寺
僧
の
代
官
を
再
任
用
す
る
こ
と
は
、
当
初
か
ら
想
定
さ
れ
て
い
た
と

す
べ
き
で
、
請
負
代
官
の
排
除
が
目
的
で
は
な
か
っ
た
。

　

ま
た
九
条
家
と
家
僕
は
日
根
荘
の
政
基
、
京
都
の
尚
経
に
分
か
れ
つ
つ
も
、
日
根

荘
を
含
む
複
数
の
家
領
の
支
配
を
進
め
て
い
た
。

　
　
［
A
］
　
今
日
、
青
木
ヨ
リ
人
ヲ
京
上
、
防
付
書
状
仰
条
々
、
蔭
山
方
算
用
等
事
、

　
　
　
　
　
　
　
（
理

　
　
　
　
　
仰
富
秀
、

　
　
［
B
］
　
山
田
将
監
重
久
ヲ
上
京
都
…
（
中
略
）
、
駅
里
庄
二
可
被
下
之
由
、
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
芭

　
　
　
　
　
下
二
申
上
了
、

　
［
A
］
で
は
政
基
は
日
根
荘
か
ら
白
川
富
秀
（
在
京
）
に
蔭
山
荘
の
算
用
を
命
じ
、
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［
B
］
で
は
日
根
荘
か
ら
家
僕
を
上
洛
さ
せ
、
備
中
国
駅
里
荘
に
派
遣
す
る
旨
を
殿

下

‖
尚
経
に
伝
え
た
。
こ
の
よ
う
に
政
基
は
他
の
家
領
支
配
や
家
政
の
問
題
に
つ
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瑚
）

京
都
の
尚
経
か
ら
連
絡
を
受
け
、
時
に
は
指
示
を
出
し
て
い
る
。
政
基
の
日
根
荘
下

向
直
務
は
公
家
家
政
に
と
っ
て
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
政
基
の
下
向
期
間

に
も
京
都
の
尚
経
が
他
の
家
領
・
関
係
寺
院
領
の
支
配
を
把
握
し
、
政
基
も
尚
経
と

と
も
に
家
門
と
し
て
家
政
を
主
導
し
た
。
こ
の
た
め
［
B
］
の
史
料
に
み
る
よ
う
に
、

家
僕
は
京
都
東
九
条
・
日
根
荘
・
他
の
家
領
の
間
を
頻
繁
に
往
反
し
た
。
こ
の
観
点

か

ら
み
る
と
、
政
基
の
日
根
荘
支
配
は
、
家
僕
が
必
要
に
応
じ
て
下
向
し
て
荘
務
を

遂
行
す
る
家
領
支
配
全
体
の
一
環
（
そ
の
派
生
型
）
で
あ
っ
た
と
も
評
価
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
日
根
荘
が
遠
隔
地
の
家
領
の
中
、
最
も
重
要
な
荘
園
で

あ
っ
た
の
は
疑
い
な
い
。
従
来
の
研
究
は
家
門
自
身
の
下
向
し
た
＝
所
懸
命
の

地
」
と
い
う
点
か
ら
こ
れ
を
説
明
し
て
お
り
、
こ
の
た
め
議
論
は
政
基
下
向
の
背
景

の

問
題
に
集
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
、
支
配
構
造
の
面
か
ら
い
う
と
、
明
ら
か
に
日
根

荘
は
他
の
家
領
と
異
な
っ
て
い
た
。
田
沼
氏
は
蔭
山
荘
な
ど
を
例
に
、
中
世
後
期
の

荘

園
支
配
を
「
公
用
年
貢
方
式
」
と
定
義
し
、
荘
園
領
主
が
在
地
の
実
態
か
ら
遊
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
陶
）

し
、
定
額
の
公
用
（
年
貢
・
段
銭
）
を
代
官
か
ら
徴
収
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
た
。

だ

が
、
日
根
荘
に
お
い
て
九
条
家
は
、
在
地
か
ら
浮
き
上
が
り
つ
つ
あ
っ
た
と
は
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仰
）

え
、
注
進
状
に
よ
っ
て
田
数
・
年
貢
・
段
銭
・
寺
社
免
を
把
握
し
、
田
数
・
年
貢

高
・
請
人
を
番
頭
（
年
貢
段
銭
納
入
責
任
者
）
の
受
け
持
ち
分
ご
と
に
掌
握
す
る
こ

　
　
　
　
　
（
m
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

と
に
つ
と
め
た
。
政
基
直
務
の
時
に
も
内
検
を
行
っ
て
い
る
。

　
蔭
山
・
田
原
荘
で
は
村
な
い
し
寺
ご
と
の
本
所
分
公
田
数
と
公
用
額
し
か
把
握
さ

　
（
昭
）

れ
ず
、
遅
れ
て
直
務
支
配
を
進
め
た
小
塩
荘
も
大
永
二
（
一
五
二
二
）
年
に
日
根
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
川
）

と
同
様
、
村
ご
と
の
田
地
・
納
入
額
・
請
人
を
登
録
し
た
小
塩
荘
帳
を
作
成
し
た
が
、

こ
れ
は
散
在
所
領
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
比
較
し
て
、
日
根
荘
で
は
、
入
山
田
村
と
日

根
野
村
東
方
の
領
域
的
支
配
と
番
頭
・
請
人
ご
と
の
掌
握
を
目
指
し
、
一
定
度
そ
れ

に
成
功
し
て
い
た
。
相
対
的
に
在
地
の
状
況
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
で
き
た
点
、
日
根

荘
は
九
条
家
に
と
っ
て
現
実
の
支
配
と
収
納
が
見
込
め
る
荘
園
だ
っ
た
と
い
え
る
。

ま
た
、
九
条
家
は
早
く
か
ら
日
根
荘
の
「
直
務
」
を
志
向
し
、
請
負
代
官
を
任
用
し

て

支
配
に
当
た
ら
せ
つ
つ
も
、
頻
繁
に
代
官
を
更
迭
・
交
代
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
も

九

条
家
の
一
定
度
の
荘
園
把
握
が
あ
っ
て
可
能
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
九
条
家
に

と
っ
て
の
日
根
荘
の
重
要
性
は
、
政
基
の
下
向
に
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の

背
景
に
は
他
の
家
領
と
異
な
る
一
定
度
安
定
し
た
支
配
機
構
・
収
納
体
制
の
存
在

が
あ
っ
た
。

お

わ
り
に

　
本
論
で

は
、
家
僕
の
構
成
と
家
領
支
配
に
お
け
る
現
実
の
役
割
を
と
お
し
て
、
中

世
後
期
の
公
家
領
荘
園
を
考
察
し
て
き
た
。
家
僕
に
着
目
し
た
の
は
、
九
条
家
（
公

家
権
門
）
が
直
接
指
示
・
統
制
で
き
る
存
在
と
し
て
家
領
支
配
を
現
場
で
支
え
る

（
つ

ま
り
収
納
を
維
持
す
る
）
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
検
出
し
た
事
実
関
係

が
家
領
の
支
配
機
構
（
シ
ス
テ
ム
）
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
家
僕
の
荘

務

（下
向
・
交
渉
・
収
納
）
と
家
僕
相
互
の
保
障
関
係
が
、
支
配
1
1
収
納
を
存
続
さ

せ
、
家
領
荘
園
の
命
脈
を
保
持
せ
し
め
た
、
公
家
権
門
内
部
に
お
け
る
要
因
の
ひ
と

つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
だ
ろ
う
。

　
寺
社
領
荘
園
の
よ
う
な
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
の
装
置
・
機
構
を
欠
い
て
い

る
公
家
領
荘
園
で
は
、
家
僕
ら
の
荘
務
遂
行
お
よ
び
家
僕
と
在
地
の
人
的
関
係
が
、

荘
園
支
配
（
収
納
）
を
支
え
る
基
盤
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
人
的
関
係
は
、

家
門
ー
家
僕
の
間
で
は
「
家
」
ど
う
し
の
主
従
関
係
と
し
て
再
編
さ
れ
、
さ
ら
在
地

の

領
主
勢
力
や
寺
院
の
僧
侶
に
も
一
種
の
被
官
関
係
と
し
て
広
げ
ら
れ
た
。
ま
た
公

家
家
門
と
幕
府
・
守
護
の
人
的
関
係
も
家
領
の
存
続
に
利
用
さ
れ
、
不
安
定
な
が
ら

も
幕
府
・
朝
廷
レ
ベ
ル
か
ら
在
地
に
至
る
あ
ら
ゆ
る
人
的
関
係
が
支
配
・
収
納
の
実

現
の

た
め
に
動
員
さ
れ
た
。
そ
の
関
係
を
背
景
に
、
京
都
と
在
地
を
往
反
し
て
家
領

の
在

地
諸
勢
力
を
つ
な
ぎ
止
め
る
役
目
を
担
っ
た
の
が
家
僕
た
ち
で
あ
っ
た
。
確
か

に
在
地
の
諸
階
層
が
公
家
権
門
の
側
に
付
き
続
け
る
保
証
は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
が
、
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そ
れ
を
維
持
し
得
る
公
家
権
門
側
の
切
り
札
の
ひ
と
つ
に
、
家
僕
・
中
間
ら
の
活
動

お

よ
び
そ
の
社
会
的
基
盤
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
中
世
後
期
の
九
条
家
は
家
門
ー
家
僕
の
編
成
を
強
化
し
て
、
こ
れ
を
家
領
支
配
の

中
核
的
組
織
と
し
、
家
僕
・
中
間
を
動
か
し
て
家
領
や
寺
院
所
領
の
支
配
の
維
持
を

並
行

し
て
進
め
た
。
九
条
家
お
よ
び
九
条
家
領
荘
園
の
性
格
に
は
、
主
従
制
化
し
武

家
領
支
配
に
近
似
し
た
側
面
と
、
公
家
権
門
と
し
て
の
性
格
と
の
両
面
が
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
十
分
な
考
察
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
家
僕
た
ち
も
そ
う
し
た
二
面
性
に
関

わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
上
記
の
二
面
性
の
い
ず
れ
か
の
強
調
で
は
な
し
に
、
主

従
制
的
・
武
家
領
的
な
性
格
を
増
し
た
当
該
期
の
公
家
と
公
家
領
荘
園
支
配
の
構
造

の

特
質
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
九
条
家
領
の
支
配
が
か
ろ
う
じ
て
維
持
さ
れ
た
の
も
、
天
文
初
年
ご
ろ
ま

で
で

あ
っ
た
。
家
門
の
家
僕
制
裁
の
強
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
九
条
家
内
部
の
対

立
・
内
紛
は
絶
え
ず
、
天
文
期
に
は
家
領
支
配
関
係
文
書
が
激
減
し
、
実
質
上
、
収

納
が
保
持
で
き
な
く
な
る
。
こ
こ
に
九
条
家
領
は
最
終
的
な
崩
壊
の
局
面
を
迎
え
た

の

で

あ
る
。
か
つ
、
政
基
・
尚
経
期
、
九
条
家
の
外
部
に
拠
点
や
基
盤
を
有
し
た
家

僕

が
、
家
門
の
統
制
強
化
も
あ
っ
て
、
九
条
家
家
僕
1
1
公
家
社
会
内
部
の
存
在
と
い

う
性
格
へ
傾
斜
を
強
め
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
家
僕
の
統
制
・
制
裁
が
家
僕
を
九

条
家
の
内
部
に
閉
じ
こ
め
、
家
領
支
配
を
支
え
た
家
僕
の
多
彩
な
基
盤
を
切
断
す
る

結
果
と
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
家
僕
の
編
成
1
1
公
家
の
近
世
化
と
荘
園
支
配
の
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

終
的
崩
壊
の
関
連
も
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
九
条
家
の
家
門
・
家
僕
は
一
定
の
結
束
を
保
ち
得
た
が
、
そ
の
基
盤

と
し
て
は
東
九
条
御
領
（
境
内
）
の
存
在
を
無
視
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
境
内
内
部

の
寺
領
・
私
領
を
包
摂
す
る
「
本
役
」
「
境
内
段
銭
」
賦
課
の
論
理
を
指
摘
し
た
が
、

家
僕
た
ち
は
九
条
亭
の
周
囲
に
宿
所
・
屋
敷
を
持
ち
集
住
し
て
家
門
に
近
侍
し
、
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

門
・
家
僕
は
共
通
の
基
盤
に
立
っ
て
い
た
。
九
条
家
が
洛
中
か
ら
離
れ
て
拠
点
を
形

成
・
再
編
し
得
た
こ
と
の
意
味
も
さ
ら
に
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

考
察
を
公
家
権
門
内
部
の
問
題
に
し
ぼ
っ
た
た
め
、
こ
こ
で
は
守
護
・
地
域
権
力

と
荘
園
支
配
の
関
係
に
つ
い
て
は
論
及
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
中
世
後
期
の
荘

園
支
配
の
成
否
が
実
際
に
は
守
護
・
国
人
・
地
域
権
力
の
動
向
如
何
に
か
か
っ
て
い

る
点
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
寺
社
本
所
一
円
領
の
支
配
構
造
論
に
と
っ
て
根

　
　
　
　
　
　
　
　
（
辺

本

的
な
課
題
で
あ
る
が
、
筆
者
の
能
力
を
は
る
か
に
超
え
る
問
題
で
あ
り
、
こ
こ
で

は
課
題
の
指
摘
に
と
ど
め
て
、
考
察
を
終
え
た
い
。

註（
1
）
　
工
藤
敬
一
「
荘
園
制
の
展
開
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
　
中
世
1
』
岩
波
書
店
、
一
九
七

　
五
年
）
。

（
2
）
　
宮
内
庁
書
陵
部
編
図
書
寮
叢
刊
『
九
条
家
文
書
』
中
の
発
給
文
書
の
案
文
は
控
え
の
文
書

　
　
の
意
味
合
い
を
持
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
今
後
、
詳
細
な
分
析
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
3
）
　
菅
原
正
子
『
中
世
公
家
の
経
済
と
文
化
』
第
一
部
第
三
章
「
公
家
の
家
政
機
構
と
家
司
」

　
　
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
、
小
森
正
明
「
中
世
後
期
九
条
家
の
家
司
に
つ
い
て
－
唐
橋

　

氏
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
「
史
境
」
二
八
号
、
一
九
九
四
年
）
、
西
谷
正
浩
「
公
家
領
荘
園
の
変

　

容
」
（
「
福
岡
大
学
人
文
論
叢
」
第
二
九
巻
四
号
、
一
九
九
八
年
）
。

（
4
）
　
注
（
3
）
菅
原
・
小
森
論
文
。
島
田
次
郎
「
十
五
、
六
世
紀
に
お
け
る
権
門
領
主
の
私
的

　
　
武
力
に
つ
い
て
」
（
『
荘
園
制
と
中
世
村
落
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
。

（
5
）
　
注
（
3
）
小
森
論
文
。

（
6
）
　
平
山
敏
治
郎
「
堂
上
格
富
小
路
家
成
立
の
顛
末
」
（
「
日
本
常
民
史
紀
要
」
第
八
輯
H
、
一

　
　
九
八
二
年
）
、
苗
代
田
敏
明
「
中
世
後
期
地
下
官
人
の
一
形
態
ー
九
条
家
諸
大
夫
富
小
路
氏
に

　
　
つ
い
て
ー
」
（
「
日
本
社
会
史
研
究
」
三
〇
号
、
一
九
九
一
年
）
。

（
7
）
　
仲
村
研
「
九
条
家
代
官
石
井
氏
に
つ
い
て
」
（
『
中
世
地
域
史
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
一
九

　
　
七
九
年
、
の
ち
仲
村
『
中
世
地
域
史
の
研
究
』
高
科
書
店
）
。

（
8
）
　
注
（
1
）
工
藤
論
文
。

（
9
）
　
菅
原
正
子
前
掲
著
書
第
二
部
第
二
章
「
公
家
衆
の
「
在
国
」
」
。

（
1
0
）
　
注
（
4
）
島
田
論
文
。

（
1
1
）
　
安
西
欣
治
『
崩
壊
期
荘
園
史
の
研
究
』
序
章
「
問
題
の
所
在
と
視
点
」
、
第
二
部
「
十
六
世

　
　
紀
初
頭
に
お
け
る
直
務
運
動
　
九
条
政
基
の
在
荘
記
録
　
」
（
岩
田
書
院
、
一
九
九
四
年
）
。

（
1
2
）
　
注
（
3
）
菅
原
論
文
、
湯
川
敏
治
「
戦
国
期
公
家
日
記
に
み
る
家
政
職
員
の
実
態
」
（
「
ヒ

　
　
ス
ト
リ
ア
」
一
二
〇
号
、
一
九
八
八
年
）
。

（
1
3
）
　
図
書
寮
叢
刊
『
九
条
家
歴
世
記
録
　
三
』
「
後
慈
眼
院
殿
雑
筆
　
八
」
。

（
1
4
）
　
『
政
基
公
旅
引
付
』
文
亀
元
年
閏
六
月
四
日
条
に
、
関
白
の
詔
を
受
け
た
尚
経
が
東
九
条
か

　
　
ら
「
出
京
」
し
て
俊
通
の
亭
で
詔
を
拝
覧
し
た
こ
と
が
み
え
る
。
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（
1
5
）
　
図
書
寮
叢
刊
『
九
条
家
文
書
』
一
二
四
号
延
徳
二
年
唐
橋
在
数
書
状
。

（
1
6
）
　
『
九
条
家
文
書
』
一
五
＝
号
（
3
）
明
応
五
年
九
条
政
基
書
状
草
案
の
末
尾
に
記
さ
れ
る
。

（
1
7
）
　
『
九
条
家
歴
世
記
録
　
二
』
「
九
条
満
家
公
引
付
」
永
享
三
（
一
四
三
一
）
年
唐
橋
在
豊
契

　
　
状
写

に
「
東
九
条
御
境
内
」
と
み
え
る
の
が
早
い
事
例
で
あ
る
。

（
1
8
）
　
注
（
3
）
～
（
7
）
論
文
。

（
1
9
）
　
明
石
治
郎
「
室
町
期
の
禁
裏
小
番
ー
内
々
小
番
の
成
立
に
関
し
て
ー
」
（
「
歴
史
」
七
六
号
、

　
　
一
九
九
一
年
）
。

（
2
0
）
　
『
長
興
宿
禰
記
』
文
明
八
（
一
四
七
六
）
年
五
月
一
五
日
条
に
よ
る
と
、
こ
の
日
、
関
白
の

　
　
詔
を
受
け
た
政
基
の
「
御
旅
所
」
は
「
小
河
候
人
弾
正
少
弼
俊
通
宿
所
」
で
あ
り
、
俊
通
は

　
　
足
利
将
軍
家
の
小
河
御
所
の
伺
候
人
だ
っ
た
。

（
2
1
）
　
「
賦
引
付
」
（
『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
下
巻
』
）
文
明
一
三
年
の
項
に
「
修
理
大
夫

　
　
（
俊
通
）
　
日
野
殿
」
と
み
え
る
。

（
2
2
）
　
政
基
の
日
根
荘
下
向
期
で
も
、
和
泉
守
護
方
の
日
根
荘
違
乱
を
停
す
る
幕
府
奉
行
人
奉
書

　
　
発
給
の
働

き
か
け
は
、
俊
通
が
主
に
担
当
し
た
（
『
旅
引
付
』
文
亀
元
（
一
五
〇
一
）
年
四
月

　
　
一
五
日
条
）
。

（
2
3
）
　
石
田
祐
一
「
諸
大
夫
と
摂
関
家
」
（
「
日
本
歴
史
」
三
九
二
号
、
一
九
八
一
年
）
。

（
2
4
）
　
『
九
条
家
文
書
』
＝
三
二
七
号
年
欠
石
井
在
利
書
状
で
は
石
井
氏
が
「
従
故
在
豊
卿
殿
御
代
、

　
　
至
当
御
代
（
唐
橋
在
満
）
候
て
」
「
別
而
奉
公
」
の
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
。

（
2
5
）
　
『
九
条
家
文
書
』
＝
〇
八
号
永
正
一
六
二
五
一
九
）
年
九
条
尚
経
置
文
。

（
2
6
）
　
『
九
条
家
文
書
』
三
六
号
天
正
二
（
一
五
七
四
）
年
九
条
植
通
譲
状
由
緒
地
目
録
。

（
2
7
）
　
『
経
覚
私
要
紗
』
長
禄
三
（
一
四
五
九
）
年
五
月
六
日
条
に
「
下
司
民
部
少
輔
豊
安
、
公
文

　
　
筑
後
守
豊
清
」
と
み
え
る
。
東
九
条
御
領
下
司
と
並
ぶ
公
文
豊
清
は
同
御
領
公
文
で
あ
ろ
う
。

　
　
筑
後
守
は
家
治
・
在
清
・
治
清
ら
矢
野
氏
の
継
承
し
た
官
職
で
あ
っ
た
。

（
2
8
）
　
『
新
修
泉
佐
野
市
史
　
第
五
巻
　
中
世
2
』
（
泉
佐
野
市
、
二
〇
〇
一
年
∀
の
廣
田
作
成

　
　
「
付
録
図
表
」
の
「
九
条
家
家
司
・
被
官
・
従
者
等
一
覧
」
を
参
照
。

（
2
9
）
　
例
え
ば
「
植
通
公
記
」
（
『
九
条
家
歴
世
記
録
　
四
』
）
に
み
え
る
侍
身
分
の
家
僕
朝
山
氏
は
、

　
　
「
地
下
家
伝
」
に
よ
る
と
出
雲
国
の
在
地
領
主
の
一
族
で
、
戦
国
期
に
白
川
富
秀
の
子
息
（
利

　
　
綱
）
が
朝
山
家
を
相
続
し
た
と
い
う
。

（
3
0
）
　
「
九
条
満
家
公
引
付
」
。

（
3
1
）
　
『
経
覚
私
要
紗
』
康
正
三
（
一
四
五
七
）
年
六
月
七
日
条
。

（
3
2
）
　
『
経
覚
私
要
⑨
』
享
徳
三
（
一
四
五
四
）
年
一
二
月
二
五
日
条
に
よ
る
と
、
唐
橋
在
豊
は
経

　
　
覚
の
稚
児
如
意
賀
丸
を
猶
子
に
迎
え
て
い
る
。

（
3
3
）
　
『
経
覚
私
要
紗
』
長
禄
四
（
一
四
六
〇
）
年
四
月
四
日
条
。

（
3
4
）
　
湯
川
敏
治
「
戦
国
期
に
お
け
る
公
家
裁
判
の
］
例
ー
唐
橋
在
数
殺
害
事
件
顛
末
を
中
心
に

　

ー
」
（
「
史
泉
」
六
九
号
、
一
九
八
八
年
、
の
ち
中
世
公
家
日
記
研
究
会
編
『
「
政
基
公
旅
引

　
　
付
」
小
論
抜
刷
集
』
、
一
九
九
六
年
）
。

（
3
5
）
　
『
経
覚
私
要
紗
』
長
禄
四
年
五
月
六
日
条
な
ど
。

（
3
6
）
　
井
原
今
朝
男
『
日
本
中
世
の
国
政
と
家
政
』
第
皿
部
第
八
章
「
摂
関
家
領
に
お
け
る
代
始

　
　
安
堵
考
」
（
校
倉
書
房
、
一
九
九
五
年
）
。

（
3
7
）
　
『
九
条
家
文
書
』
二
八
号
。

（
3
8
）
　
注
（
3
）
菅
原
・
西
谷
論
文
。

（
3
9
）
　
な
お
鎌
倉
時
代
、
清
華
家
の
三
条
公
房
の
女
子
が
九
条
忠
家
の
北
政
所
、
忠
教
の
母
だ
っ

　
　
た
。

（
4
0
）
　
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
応
仁
元
（
一
四
六
七
）
年
一
〇
月
二
〇
日
条
・
応
仁
二
年
閏
一
〇

　
　
月
一
四
日
条
・
「
大
乗
院
日
記
日
録
」
文
明
＝
ハ
年
二
月
二
日
条
。

（
4
1
）
　
『
親
長
卿
記
』
明
応
五
（
一
四
九
六
）
年
一
月
二
四
日
条
。

（
4
2
）
　
海
住
山
氏
は
高
清
が
長
享
二
（
一
四
八
八
）
年
に
死
去
（
『
公
卿
補
任
』
）
。
三
条
公
久
は
子

　
　
息
実
文
が
遁
世
（
『
尊
卑
分
脈
』
）
。
八
条
氏
も
実
世
の
次
の
公
右
以
降
は
続
か
ず
（
『
尊
卑
分

　
　
脈
』
）
、
海
住
山
・
三
条
・
八
条
氏
と
も
に
公
家
社
会
自
体
か
ら
脱
落
し
た
可
能
性
が
高
い
。

（
4
3
）
　
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
二
二
四
七
〇
）
年
四
月
一
日
・
同
一
一
日
、
文
明
三
年
一

　
　
月
一
日
、
文
明
五
年
一
月
一
日
、
文
明
六
年
一
月
一
日
条
。
『
九
条
家
文
書
』
一
〇
五
号
文
明

　
　
四

年
九
条
政
基
契
状
置
文
案
。
注
（
1
1
）
安
西
著
書
第
二
部
第
二
章
「
山
城
国
小
塩
荘
他
へ

　
　
の
下
向
」
。

（
4
4
）
　
前
注
『
雑
事
記
』
文
明
二
年
四
月
一
一
日
条
に
「
九
条
有
様
、
自
元
無
正
躰
」
と
あ
る
。

　
　
『
九
条
家
文
書
』
九
五
五
号
文
明
一
〇
（
一
四
七
八
）
年
の
信
濃
小
路
北
頬
等
丈
数
地
子
注
文

　
　
案
な
ど
に
よ
る
と
、
東
九
条
境
内
の
土
地
が
「
跡
」
化
1
1
無
主
化
し
て
い
る
。

（
4
5
）
　
『
九
条
家
文
書
』
三
二
号
文
明
一
四
（
↓
四
八
二
）
年
九
条
政
基
譲
状
。

（
4
6
）
　
『
実
隆
公
記
』
明
応
五
年
一
月
八
日
条
。

（
4
7
）
　
『
九
条
家
文
書
』
一
〇
四
二
号
永
正
六
（
一
五
〇
九
）
年
九
条
政
基
所
領
買
得
置
文
。

（
4
8
）
　
注
（
6
）
苗
代
田
論
文
。
ま
た
日
根
荘
の
冨
小
路
氏
支
配
地
の
意
義
に
つ
い
て
は
橋
本
浩

　
　
「
日
根
荘
「
俊
通
朝
臣
奉
行
分
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
「
当
知
行
」
と
「
直
務
」
」
（
「
専
修
史
学
」

　
　
三
一
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

（
4
9
）
　
田
中
倫
子
「
荘
園
に
お
け
る
応
仁
・
文
明
の
乱
の
影
響
ー
山
城
国
小
塩
荘
の
場
合
ー
」
（
大

　
　
山
喬
平
教
授
退
任
記
念
会
編
『
日
本
社
会
の
史
的
構
造
　
古
代
・
中
世
』
思
文
閣
出
版
、
】

　
　
九
九
七
年
）
。
『
九
条
家
文
書
』
二
＝
三
二
（
1
）
号
建
武
元
（
一
三
三
四
）
年
芝
広
秀
寄
進

　
　
状

に
「
九
条
家
御
家
門
内
」
芝
広
秀
と
あ
る
。
『
旅
引
付
』
文
亀
三
年
一
月
二
七
日
・
三
月
二

　
　
七
日
条
に
よ
る
と
、
日
根
荘
奉
行
信
濃
小
路
長
盛
の
「
迎
」
で
日
根
荘
に
下
っ
た
民
部
卿
上

　
　
座
芝
仲
快
は
長
盛
の
弟
だ
っ
た
。

（
5
0
）
　
注
（
2
8
）
表
。
『
政
基
公
旅
引
付
』
。

（
5
1
）
　
注
（
4
）
島
田
論
文
。
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（
5
2
）
　
注
（
7
）
仲
村
論
文
。

（
5
3
）
　
『
九
条
家
文
書
』
一
一
四
二
号
大
永
二
二
五
二
二
）
年
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
案
。
逐
電

　
　
し
た
長
盛
・
富
秀
の
処
分
は
「
成
敗
」
と
決
し
た
が
、
結
果
的
に
は
両
名
と
も
家
僕
に
復
帰

　
　
し
た
。

（
5
4
）
　
平
山
敏
治
郎
『
日
本
中
世
家
族
の
研
究
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
〇
年
）
。

（
5
5
）
　
『
公
卿
補
任
』
。
『
九
条
家
文
書
』
三
四
号
九
条
家
領
目
録
。

（
5
6
）
　
政
基
を
と
り
ま
く
情
報
伝
達
の
問
題
か
ら
酒
井
紀
美
氏
は
「
家
中
」
の
語
を
用
い
て
い
る

　
　
（
酒
井
「
「
旅
引
付
」
の
情
報
世
界
」
『
日
本
中
世
の
在
地
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九

　
　
年
）
。
意
味
合
い
は
異
な
る
が
、
当
時
の
九
条
家
の
家
門
ー
家
僕
の
関
係
を
一
種
の
戦
国
期
権

　

　
力
と
み
る
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
中
世
前
期
の
九
条
家
－
家
僕
に
お
け
る

　
　
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
給
恩
ー
奉
公
関
係
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
5
7
）
　
『
九
条
家
文
書
』
二
三
号
建
武
三
（
＝
二
三
六
）
年
九
条
道
教
家
政
所
注
進
当
知
行
地
目
録
。

（
5
8
）
　
「
九
条
満
家
公
引
付
」
。

（
5
9
）
　
「
九
条
満
家
公
引
付
」
。

（
6
0
）
　
「
九
条
満
家
公
引
付
」
年
欠
二
月
日
九
条
満
家
書
状
案
（
日
野
中
納
言
宛
）
。

（
6
1
）
　
『
経
覚
私
要
紗
』
応
永
二
四
（
一
四
一
七
）
年
七
月
一
六
日
条
。

（
6
2
）
　
九
条
家
で
は
経
教
の
後
、
忠
基
が
夫
折
、
教
嗣
が
狂
乱
と
、
当
主
が
相
次
い
で
急
逝
し
、

　
　
「
御
家
門
無
正
躰
」
と
い
う
事
態
と
な
り
、
満
家
が
幼
少
で
家
門
を
継
い
だ
が
「
家
務
暫
く
停

　
　
止
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
（
（
注
（
2
5
）
文
書
、
『
九
条
家
文
書
』
九
二
二
号
（
4
）
応
永

　
　
一
〇
（
一
四
〇
三
）
年
矢
野
家
治
奉
書
案
）
。
家
司
の
脱
落
と
家
領
の
衰
退
に
は
、
家
門
の
家

　
　
の
統
率
力
の
弱
体
化
も
起
因
し
て
い
た
。

（
6
3
）
　
『
蔭
涼
軒
日
録
』
明
応
二
（
一
四
九
三
）
年
六
月
五
日
条
。

（
6
4
）
　
注
（
4
9
∀
田
中
論
文
。

（
6
5
）
　
田
沼
睦
「
室
町
期
荘
園
研
究
の
二
、
三
の
論
点
」
（
和
歌
森
太
郎
先
生
還
暦
記
念
『
古
代
・

　
　
中
世
の
社
会
と
民
俗
文
化
』
弘
文
堂
、
一
九
七
六
年
）
が
蔭
山
荘
の
状
況
を
考
察
し
て
い
る
。

（
6
6
）
　
東
九
条
御
領
は
注
（
2
6
）
文
書
な
ど
中
世
末
期
の
史
料
に
最
後
ま
で
見
え
続
け
る
。

（
6
7
）
　
『
九
条
家
文
書
』
七
五
号
応
永
二
四
（
一
四
一
七
）
年
入
山
田
村
段
銭
田
数
年
貢
米
注
進
状
。

（
6
8
）
　
植
通
期
に
は
政
基
・
尚
経
期
の
よ
う
な
発
給
文
書
（
の
草
案
・
案
文
）
や
算
用
状
・
書
状

　
　
が
ほ

と
ん
ど
な
く
な
り
、
注
（
2
6
）
文
書
の
よ
う
な
知
行
目
録
し
か
残
ら
な
い
。

（
6
9
）
　
注
（
3
）
西
谷
論
文
。

（
7
0
）
　
中
世
前
期
の
醍
醐
源
氏
の
文
書
は
『
九
条
家
文
書
』
の
中
に
伝
わ
る
。
中
世
後
期
の
九
条

　
　
家
の
日
根
荘
支
配
は
前
代
の
醍
醐
源
氏
の
荘
務
権
を
包
摂
し
た
も
の
だ
っ
た
。
注
（
3
）
西

　
　
谷
論
文
。

（
7
1
）
　
注
（
6
7
∀
文
書
。
ま
た
『
旅
引
付
』
文
亀
二
年
九
月
＝
二
日
条
に
よ
る
と
日
根
野
村
で
も

　
　
応

永
二
四
年
に
田
数
構
成
を
再
確
認
の
上
、
「
土
貢
」
を
定
め
た
と
あ
る
。
勝
俣
鎮
夫
氏
は
こ

　
　
れ
ら
の
史
料
か
ら
応
永
二
四
年
に
日
根
荘
で
地
下
請
が
成
立
し
た
と
論
じ
た
（
「
戦
国
時
代
の

　

村
落
ー
和
泉
国
入
山
田
・
日
根
野
村
を
中
心
に
ー
」
「
社
会
史
研
究
」
六
号
、
一
九
八
五
年
、

　
　
の
ち
『
戦
国
時
代
論
』
岩
波
書
店
）
。
荘
園
制
を
必
要
と
し
な
い
村
の
自
立
を
強
調
す
る
氏
の

　

説
の
当
否
は
さ
て
お
き
、
日
根
荘
で
は
荘
園
支
配
（
収
納
）
が
維
持
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
を

　
　
可
能
に
し
た
支
配
の
再
編
の
画
期
が
応
永
二
四
年
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
7
2
）
　
『
九
条
家
文
書
』
四
五
〇
号
二
二
七
六
号
・
九
三
九
号
。
個
々
の
荘
園
ご
と
に
「
本
所
分
」

　
　
「
本
家
分
」
「
領
家
分
」
な
ど
の
名
称
の
ば
ら
つ
き
は
あ
る
が
、
荘
園
領
主
支
配
を
再
編
し
た

　
　
主
体
と
い
う
意
味
で
、
以
下
、
九
条
家
を
「
本
所
」
の
語
で
統
一
す
る
。

（
7
3
）
　
田
沼
睦
「
荘
園
領
主
段
銭
ノ
ー
ト
」
（
「
史
境
」
二
五
号
、
一
九
九
二
年
）
。

（
7
4
）
　
『
九
条
家
文
書
』
三
五
号
天
正
二
年
九
条
植
通
譲
状
。

（
7
5
）
　
牛
山
佳
幸
「
中
世
の
尼
と
尼
寺
」
（
大
隅
和
雄
・
西
口
順
子
編
『
女
性
と
仏
教
1
　
尼
と
尼

　
　
寺
』
、
平
凡
社
）
。

（
7
6
）
　
『
九
条
家
文
書
　
三
』
『
九
条
家
文
書
　
四
』
の
「
洛
中
井
山
城
国
紀
伊
郡
東
九
条
関
係
文

　
　
書
」
。
『
日
本
荘
園
絵
図
聚
影
　
近
畿
こ
「
山
城
国
東
九
条
領
条
里
図
」
（
東
京
大
学
出
版
会
）
。

（
7
7
）
　
注
（
7
）
仲
村
論
文
。

（
7
8
）
　
『
九
条
家
文
書
　
六
』
「
東
福
寺
桂
昌
庵
末
寺
大
聖
寺
関
係
文
書
」
「
城
興
寺
関
係
文
書
」

　
　
「
成
恩
寺
関
係
文
書
」
。
『
九
条
家
文
書
』
九
二
二
号
（
H
）
嘉
吉
三
（
一
四
四
三
）
年
九
条
満

　
　
家
寄
進
状
案
、
同
九
四
〇
号
宝
徳
元
（
一
四
四
九
）
年
東
九
条
御
領
内
田
畠
屋
敷
注
進
状
案
。

　
　
同
二
一
六
〇
号
（
1
5
）
永
正
一
六
（
一
五
一
九
）
年
九
条
高
倉
壱
丁
図
。
注
（
7
6
）
図
。

（
7
9
）
　
注
（
2
6
）
文
書
、
『
九
条
家
文
書
』
一
〇
七
九
号
永
正
一
五
（
一
五
一
八
）
年
一
音
院
夏
地

　
　
子
算
用
状
。

（
8
0
）
　
『
九
条
家
文
書
』
一
八
六
五
号
永
正
一
二
二
五
一
五
）
年
一
音
院
領
代
官
職
関
係
文
書
案
。

（
8
1
）
　
『
九
条
家
文
書
』
　
一
五
九
六
号
文
明
一
〇
（
一
四
七
八
）
年
密
厳
院
知
行
分
跡
地
地
子
注
文

　
　
案
、
「
後
慈
眼
院
殿
雑
筆
　
三
」
年
欠
一
二
月
二
日
九
条
家
奉
行
人
奉
書
案
。

（
8
2
）
　
『
九
条
家
文
書
』
三
八
二
号
（
2
）
文
安
四
（
一
四
四
七
）
年
十
輪
院
朗
厳
譲
状
、
同
三
八

　
　
二
号
（
1
）
文
明
三
（
一
四
七
九
）
年
成
身
院
経
誉
譲
状
な
ど
。

（
8
3
）
　
『
九
条
家
文
書
』
二
二
〇
二
号
年
欠
九
条
御
境
内
段
銭
方
田
畠
注
文
、
同
九
八
四
号
東
九
条

　
　
領
夏
地
子
納
帳
。

（
8
4
）
　
「
後
慈
眼
院
殿
雑
筆
　
五
」
年
欠
五
月
一
六
日
毘
沙
門
堂
忠
承
書
状
、
「
雑
筆
　
八
」
年
欠

　
　

＝
一
月
九
日
某
書
状
案
（
蔵
人
1
1
唐
橋
在
名
宛
）
な
ど
。

（
8
5
）
　
「
後
慈
眼
院
殿
雑
筆
　
二
」
年
欠
九
月
＝
日
某
書
状
案
（
聯
輝
軒
就
山
永
崇
宛
）
。

（
8
6
）
　
『
九
条
家
文
書
』
二
〇
五
六
号
「
東
南
院
関
係
書
状
案
」
、
二
〇
五
八
年
欠
五
月
一
日
号
某

　
　
書
状
案
、
「
後
慈
眼
院
殿
雑
筆
　
四
」
年
月
日
欠
某
書
状
案
。

（
8
7
）
　
『
蔭
涼
軒
日
録
』
明
応
二
（
一
四
九
三
）
年
三
月
一
〇
日
条
。

（
8
8
）
　
『
九
条
家
文
書
』
二
〇
二
七
号
永
正
六
二
五
〇
九
）
年
九
条
尚
経
袖
判
山
林
売
券
、
二
〇
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三
〇

号
永
正
八
年
九
条
家
奉
行
人
奉
書
、
二
〇
三
七
号
永
正
一
六
年
太
郎
左
衛
門
請
文
。

（
8
9
）
　
「
後
慈
眼
院
殿
雑
筆
　
八
」
年
月
日
欠
石
井
雅
楽
助
長
親
不
当
条
々
。

（
9
0
）
　
『
九
条
家
文
書
』
二
二
二
一
二
号
梅
宮
社
関
係
文
書
、
↓
二
七
一
号
年
欠
九
条
家
当
知
行
山
城

　
　
国
諸
荘
園
目
録
案
。

（
9
1
）
　
注
（
4
）
島
田
論
文
。

（
9
2
）
　
『
九
条
家
文
書
』
一
〇
一
六
号
（
3
）
明
応
九
（
一
五
〇
〇
）
年
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
。

（
9
3
）
　
『
九
条
家
文
書
　
六
』
「
醍
醐
勝
倶
砥
院
関
係
文
書
」
。
同
二
一
五
五
号
永
正
一
三
（
一
五
一

　
　
六
）
年
大
慈
恩
寺
住
持
殊
永
申
状
案
、
同
二
一
五
五
号
水
正
一
四
年
九
条
尚
経
書
状
。

（
9
4
）
　
注
（
3
1
）
史
料
、
『
九
条
家
文
書
』
二
〇
七
九
号
応
仁
二
（
一
四
六
七
）
年
知
恩
院
隆
増
置

　
　
文
。

（
9
5
）
　
「
後
慈
眼
院
殿
雑
筆
　
六
」
年
欠
九
月
一
七
日
渡
辺
善
賀
書
状
。
中
世
後
期
の
渡
領
研
究
に

　
　
は
吉
村
亨
「
中
世
後
期
の
「
殿
下
渡
領
」
に
関
す
る
一
考
察
」
（
「
京
都
文
化
短
期
大
学
紀

　
　
要
」
二
四
号
、
一
九
九
六
年
）
が
あ
る
が
、
な
お
そ
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
。

（
9
6
）
　
『
九
条
家
文
書
』
＝
二
八
一
号
永
正
五
（
一
五
〇
八
）
年
大
内
氏
奉
行
連
署
奉
書
。

（
9
7
）
　
『
旅
引
付
』
文
亀
元
年
一
二
月
一
〇
日
条
。

（
9
8
）
　
注
（
4
9
）
田
中
論
文
。

（
9
9
）
　
『
九
条
家
文
書
』
一
〇
六
一
号
九
条
尚
経
河
原
田
内
検
不
審
事
書
案
。
菅
原
正
子
氏
は
、
東

　
　
九
条
御
領
が
鎌
倉
中
期
に
は
散
在
所
領
化
し
、
九
条
家
の
支
配
が
衰
退
す
る
と
み
る
（
菅
原

　
　
「
山
城
国
東
九
条
荘
の
存
在
形
態
」
初
出
一
九
八
六
年
、
注
（
3
）
著
書
所
収
）
が
、
中
世
後

　
　
期
の
九
条
家
支
配
の
展
開
（
再
編
成
）
に
は
論
及
さ
れ
て
い
な
い
。

（
㎜
）
　
注
（
9
2
）
文
書
。

（
1
0
1
）
　
廣
田
浩
治
「
日
根
荘
に
お
け
る
九
条
政
基
の
子
女
と
そ
の
周
辺
」
（
「
泉
佐
野
の
歴
史
と
今

　
　
を
知
る
会
会
報
」
一
七
二
号
、
二
〇
〇
二
年
）
。
政
基
・
尚
経
期
、
九
条
家
は
三
宝
院
門
跡
を

　
　
輩
出
し
た
（
政
紹
・
忠
厳
・
義
尭
、
い
ず
れ
も
政
忠
の
子
息
）
。

（
2
0
1
）
　
注
（
1
2
）
湯
川
論
文
。
石
井
氏
の
中
に
細
川
京
兆
家
内
衆
の
被
官
と
な
る
者
が
あ
っ
た
。

（
3
0
1
）
　
『
旅
引
付
』
『
実
隆
公
記
』
に
よ
れ
ば
、
忠
承
は
公
家
社
会
の
追
善
供
養
に
大
き
な
役
割
を

　
　
果
た
し
、
三
条
西
実
隆
・
九
条
植
通
と
文
芸
上
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
。

（
4
0
1
）
注
（
3
）
西
谷
論
文
。

（
5
0
1
）
　
『
長
岡
京
市
史
　
資
料
編
2
』
（
長
岡
京
市
）
「
随
心
院
文
書
」
文
亀
三
（
一
五
〇
三
）
年
小

　
　
塩
荘
井
光
明
峯
寺
新
制
案
。

（
㎜
）
　
『
九
条
家
文
書
』
三
七
七
号
年
欠
蔭
山
荘
本
所
分
公
田
田
数
注
文
。

（
㎜
）
　
『
九
条
家
文
書
』
四
二
四
号
年
欠
九
月
六
日
白
川
富
秀
書
状
断
簡
。
年
次
比
定
は
一
応
、

　
　
『
福
崎
町
史
　
第
三
巻
資
料
編
1
』
（
福
崎
町
）
に
従
っ
た
。

（
8
0
1
）
　
『
九
条
家
文
書
』
三
九
〇
号
明
応
四
（
一
四
九
五
）
年
蔭
山
荘
多
田
・
山
田
村
名
主
等
申
状

　

案
。

（
9
0
1
）
　
『
九
条
家
文
書
』
五
〇
八
号
年
欠
＝
一
月
一
一
日
白
川
富
秀
書
状
。

（
0
1
1
）
　
『
九
条
家
文
書
』
四
〇
三
号
明
応
七
年
蔭
山
荘
多
田
村
四
名
秋
段
銭
算
用
状
。

（
m
）
　
『
九
条
家
文
書
』
四
七
二
号
明
応
九
年
田
原
荘
本
所
分
秋
段
銭
算
用
状
、
同
四
八
二
号
永
正

　
　
九

（
一

五
一
二
）
年
田
原
荘
本
所
分
段
銭
田
数
注
文
。
田
原
荘
で
は
九
条
家
は
、
寺
院
・
公

　
　
文
・
「
案
内
者
」
顕
秀
・
在
地
住
人
ご
と
に
田
数
を
把
握
し
た
が
、
六
町
余
の
妙
徳
寺
、
二

　
　
町
余
の
福
寿
寺
以
下
、
寺
院
の
保
持
分
の
比
重
が
高
く
、
在
地
寺
院
の
掌
握
が
支
配
・
収
納

　
　
上
、
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
。

（2
1
1
）
　
注
（
珊
）
文
書
。

（
3
1
正
）
　
『
九
条
家
文
書
』
二
五
二
号
年
欠
一
〇
月
一
九
日
関
伽
井
坊
明
舜
書
状
、
同
二
七
〇
号

　
　
（
3
）
年
欠
＝
月
一
七
日
冨
小
路
俊
通
奉
書
案
、
二
五
一
号
年
欠
九
月
三
〇
日
日
根
荘
代
官

　
　
東
智
院
慶
算
書
状
。
同
二
三
二
号
年
欠
七
月
一
六
日
関
伽
井
坊
秀
尊
書
状
。
九
条
家
は
奉
行

　
　
俊
通
ー
御
使
・
上
使
を
通
じ
て
根
来
寺
僧
と
結
ん
だ
が
、
紀
伊
の
畠
山
氏
・
根
来
寺
の
和
泉

　
　
侵
攻
が
相
次
ぎ
、
日
根
荘
支
配
は
戦
乱
に
晒
さ
れ
収
納
が
悪
化
。
幕
府
（
細
川
政
元
）
－
和

　
　
泉
両
守
護
に
敗
退
し
日
根
荘
支
配
を
放
棄
し
た
根
来
寺
側
は
、
九
条
家
側
の
「
可
然
御
方
」

　
　
の

下

向
と
「
守
護
方
」
の
「
御
成
敗
」
を
要
請
。
こ
れ
が
政
基
下
向
の
伏
線
と
な
っ
た
。
注

　
　
（
4
8
）
橋
本
論
文
。

（
4
1
正
）
　
『
経
覚
私
要
紗
』
享
徳
二
（
］
四
五
三
）
三
月
一
一
日
、
長
禄
二
（
一
四
五
八
）
年
八
月
一

　
　
二
日
、
同
一
二
月
一
三
日
、
長
禄
四
年
一
〇
月
二
三
日
条
。
注
（
4
3
）
安
西
著
書
論
文
。

（
5
1
1
）
　
『
九
条
家
文
書
』
＝
四
一
・
＝
四
二
号
文
明
三
・
四
（
一
四
七
一
・
七
二
）
年
二
宮
社

　
　
本
郷
方
算
用
状
、
同
一
八
六
二
号
文
明
］
六
二
四
八
四
）
年
唐
橋
在
治
去
渡
状
。

（
6
1
1
）
　
注
（
9
）
菅
原
論
文
。

（
7
1
1
）
　
『
九
条
家
文
書
』
四
六
五
号
文
明
九
年
田
原
荘
本
所
分
秋
段
銭
礼
物
算
用
状
、
同
四
六
六
号

　
　
文
明
一
〇
年
田
原
荘
年
貢
算
用
状
、
二
八
五
号
・
五
〇
八
号
文
明
一
八
年
唐
橋
在
数
書
状
。

　
　
二
八
五
・
五
〇
八
号
文
書
は
同
一
の
文
書
で
あ
る
。
『
福
崎
町
史
　
第
三
巻
　
資
料
編
1
』
、

　
　
注

（
6
）
苗
代
田
論
文
。

（
田
）
　
『
九
条
家
文
書
』
五
〇
三
号
永
正
一
二
（
一
五
一
五
）
年
白
川
富
秀
奉
書
案
、
一
八
六
五
号

　
　
（
1
）
～
（
3
）
同
年
竹
原
定
雄
奉
書
案
。

（
田
）
　
『
九
条
家
文
書
』
四
一
〇
号
大
永
元
年
蔭
山
荘
多
田
村
四
名
等
秋
段
銭
算
用
状
案
、
四
八
七

　
　
号

同
年
田
原
荘
定
連
・
左
近
五
郎
両
名
年
貢
算
用
状
。
天
文
初
期
に
も
「
上
使
」
‖
「
白
河

　
　
方
」
が
蔭
山
荘
に
下
向
し
た
（
同
四
二
三
号
年
欠
八
月
一
六
日
某
書
状
、
『
福
崎
町
史
　
第
三

　
　
巻
資
料
編
1
』
）
。

（
0
2
1
）
　
『
九
条
家
文
書
』
四
七
三
号
。

（
1
2
1
）
　
注
（
2
8
）
「
九
条
家
家
司
・
被
官
・
従
者
等
一
覧
表
」
。

（
2
2
1
）
　
『
旅
引
付
』
文
亀
二
年
一
月
二
六
日
条
。

（
旧
）
　
『
旅
引
付
』
永
正
元
年
四
月
七
日
条
。
中
間
の
「
定
使
」
は
『
旅
引
付
』
に
し
ば
し
ば
み
え
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る
。

（
撚
）
　
『
九
条
家
文
書
』
四
〇
三
号
明
応
七
年
蔭
山
荘
多
田
村
四
名
秋
段
銭
算
用
状
。

（
5
2
1
）
　
『
九
条
家
文
書
』
三
九
四
号
明
応
五
年
蔭
山
荘
多
田
村
等
年
貢
算
用
状
。

（
㎜
）
　
「
後
慈
眼
院
殿
雑
筆
　
二
」
年
月
日
欠
某
書
状
案
。
同
「
雑
筆
　
三
」
文
亀
元
年
九
条
関
白

　
　
家
御
教
書
案
。

（
m
）
　
「
旅
引
付
』
文
亀
元
年
九
月
＝
日
条
。

（
8
2
1
）
　
『
旅
引
付
』
文
亀
二
年
二
月
三
～
六
日
・
一
二
月
三
日
条
。

（
9
2
1
）
　
『
九
条
家
文
書
』
五
〇
二
号
年
欠
四
月
六
日
唐
橋
在
満
書
状
。

（
0
3
1
）
　
『
九
条
家
文
書
』
五
二
一
・
一
五
二
八
号
年
欠
四
月
一
八
日
顕
秀
書
状
。
前
掲
『
福
崎
町
史

　
　
　
第
三
巻
　
資
料
編
1
』
は
こ
の
二
通
の
文
書
を
同
一
の
文
書
と
す
る
。

（
皿
）
　
『
九
条
家
文
書
』
四
二
二
号
年
欠
八
月
一
〇
日
顕
秀
書
状
、
注
（
山
）
同
四
八
二
号
文
書
。

（
㍑
）
　
『
旅
引
付
』
文
亀
元
年
四
月
二
日
条
。
『
新
修
泉
佐
野
市
史
　
第
五
巻
　
中
世
2
』
「
人
名
一

　
　
覧
」
（
廣
田
執
筆
）
の
「
青
木
土
佐
入
道
」
の
項
。

（
3
3
1
）
　
安
西
欣
治
「
室
町
期
公
家
領
荘
園
崩
壊
過
程
の
様
相
と
二
三
の
問
題
点
」
（
「
白
山
史
学
」

　
　
一
七
号
、
一
九
七
三
年
）
。
『
経
覚
私
要
紗
』
長
禄
元
（
一
四
五
七
）
年
一
一
月
二
七
日
条
に
、

　
　
日
根
荘
の
「
当
代
官
岸
」
（
貴
志
氏
）
を
罷
免
し
九
条
家
の
「
直
務
」
と
し
た
こ
と
が
み
え
る
。

（
脳
）
　
「
九
条
家
文
書
」
四
〇
二
号
明
応
六
年
蔭
山
荘
多
田
村
四
名
秋
段
銭
算
用
状
に
み
え
る
「
国

　
　
に
て
礼
物
入
目
」
は
、
家
僕
1
1
上
使
の
矢
野
数
清
が
蔭
山
荘
に
下
向
し
て
守
護
方
（
播
磨
坂

　
　
本
・
御
着
）
へ
の
「
御
使
」
を
つ
と
め
た
時
の
「
礼
物
」
で
、
直
接
下
向
に
よ
り
家
僕
‖
奉

　
　
行
・
上
使
が
礼
物
贈
答
に
直
接
関
与
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
通
常
、
「
礼
物
」
贈
与
は
代
官
に

　
　
委
任
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
（
伊
藤
俊
一
「
中
世
後
期
に
お
け
る
「
荘
家
」
と
地
域
権

　
　
力
」
「
日
本
史
研
究
」
三
六
八
号
、
一
九
九
三
年
）
。

（
5
3
1
）
　
『
九
条
家
文
書
』
四
二
〇
号
年
欠
六
月
二
日
就
宗
書
状
、
五
〇
七
号
（
1
）
（
3
）
年
欠
一

　
　
一
月
某
書
状
案
、
同
四
一
五
号
大
永
五
（
一
五
二
五
）
年
九
条
尚
経
書
状
案
。

（
6
3
1
）
　
注
（
田
）
『
九
条
家
文
書
』
四
一
〇
号
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
九
条
家
と
赤
松
氏
は
関
係
が

　
　
強
か
っ
た
が
、
政
基
の
従
兄
弟
で
あ
る
白
川
富
秀
も
九
条
家
・
赤
松
家
・
松
喬
と
親
族
の
立

　
　
場
に
あ
っ
た
。

（
7
3
1
）
　
『
九
条
家
文
書
』
四
一
六
号
大
永
八
年
浦
上
村
宗
書
下
案
。

（8
3
1
）
　
注
（
㎜
）
文
書
。

（
9
3
正
）
　
『
九
条
家
文
書
』
一
四
六
一
号
永
正
三
年
駅
里
荘
年
貢
支
配
井
算
用
状
。
同
荘
で
は
年
貢
一

　
　
万
疋
の

時
期
に
在
名
1
1
五
百
疋
、
富
秀
・
長
盛
・
定
雄
1
1
各
千
疋
、
在
利
1
1
五
百
疋
、
在
清

　
　
‖
三
百
疋
、
「
自
給
」
（
収
納
算
用
担
当
の
家
僕
）
1
1
千
疋
と
給
分
が
定
め
ら
れ
、
当
時
は
年

　
　
貢
高
の
五
分
一
減
少
に
よ
り
、
各
家
僕
の
給
分
も
同
比
率
に
よ
っ
て
各
々
五
分
一
と
さ
れ
た
。

（
0
4
1
）
　
注
（
4
3
）
『
九
条
家
文
書
』
　
↓
〇
五
号
。

（
皿
）
　
「
後
慈
眼
院
殿
雑
筆
　
三
」
文
亀
元
年
某
書
状
案
。

（
2
4
1
）
　
『
九
条
家
文
書
』
四
七
五
号
裏
文
亀
三
年
九
条
政
基
書
状
案
。

（
3
4
1
）
　
『
旅
引
付
』
文
亀
元
年
四
月
五
日
、
同
九
月
二
〇
日
、
永
正
元
年
＝
月
二
八
日
条
。
も
と

　
　
よ
り
こ
う
し
た
借
銭
・
金
融
も
代
官
・
給
人
・
奉
行
へ
の
依
存
度
が
大
き
い
。
外
部
の
金
脈

　
　
を
つ
か
み
、
家
門
の
た
め
に
借
銭
を
で
き
る
能
力
も
家
僕
に
は
必
要
で
あ
っ
た
。

（
4
4
1
）
　
『
九
条
家
文
書
』
四
八
五
号
永
正
一
二
年
矢
野
在
清
請
文
。

（
5
4
1
）
　
「
賦
引
付
」
（
『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
　
下
巻
』
）
文
明
＝
二
（
一
四
八
一
）
年
。

（
珊
）
　
「
政
所
賦
銘
引
付
」
（
『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
　
上
巻
』
）
文
明
一
五
年
一
二
月
一
二
日
。

　
　
「
賦
草
案
之
引
付
」
（
『
同
上
』
）
明
応
九
年
三
月
二
五
日
。

（
皿
）
　
『
旅
引
付
』
文
亀
元
年
三
月
二
八
日
条
、
『
九
条
家
文
書
』
五
七
四
号
永
正
二
年
九
条
政
基

　
　
小
塩
荘
下
向
引
付
。

（
8
4
1
）
　
『
九
条
家
文
書
』
二
三
二
号
（
1
）
明
応
六
（
一
四
九
七
）
年
九
条
家
奉
行
人
奉
書
案
。
長

　
　
盛
・
在
利
の
荘
務
関
与
は
前
年
の
唐
橋
在
数
（
日
根
荘
奉
行
）
の
殺
害
よ
り
以
後
で
あ
ろ
う
。

（
4
9
主
4
7
1
　
、
叱
1
）
文
書
。

（
0
5
1
）
　
『
旅
引
付
』
文
亀
二
年
四
月
二
一
日
条
。
「
後
慈
眼
院
殿
雑
筆
　
三
」
文
亀
二
年
四
月
二
日

　

　
山
田
重
久
・
正
家
連
署
書
下
案
。
関
口
恒
雄
「
中
世
末
期
の
階
級
闘
争
と
そ
の
歴
史
的
条

　
　
件
」
（
「
史
学
雑
誌
」
七
九
編
一
号
、
一
九
七
〇
年
）
。

（
1
5
1
）
　
「
九
条
家
文
書
』
一
四
九
〇
号
裏
諸
目
録
断
簡
。

（
2
5
1
）
　
注
（
2
8
）
表
。

（
陶
）
　
『
旅
引
付
』
文
亀
元
年
四
月
二
六
日
条
。

（
函
）
　
［
A
］
1
1
『
旅
引
付
』
文
亀
三
年
一
〇
月
一
日
条
、
［
B
］
1
1
同
文
亀
元
年
六
月
二
一
日
条
、

　
　
［
C
］
‖
同
文
亀
二
年
一
月
二
六
日
条
、
［
D
］
1
1
同
文
亀
元
年
六
月
二
一
日
条
、
［
E
］
‖
同

　
　
文
亀

元
年
九
月
二
五
日
条
、
［
F
］
‖
同
永
正
元
年
七
月
一
七
日
条
、
［
G
］
‖
同
文
亀
三
年

　
　
五
月
＝
ハ
日
条
。

（
皿
）
　
注
（
7
）
仲
村
論
文
。
『
旅
引
付
』
文
亀
三
年
二
月
二
七
日
条
。

（
6
5
1
）
　
『
九
条
家
文
書
』
一
五
八
号
文
亀
二
年
石
井
在
利
書
状
。
在
利
が
特
に
日
根
野
村
東
方
の
支

　
　
配
・
収
納
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
が
、
地
下
と
の
接
触
・
段
銭
免
除
の
背
景
に
あ
っ
た
。

　
　
　
『
旅
引
付
』
文
亀
二
年
五
月
二
二
日
条
。

161 160　　159　　158　　157　
　
　
『
旅
引
付
』
文
亀
元
年
九
月
九
日
条
。

　
　
　
『
旅
引
付
』
文
亀
二
年
一
〇
月
一
五
日
条
。

　
　
　
『
旅
引
付
』
文
亀
二
年
二
月
二
三
日
条
。

　
　
　
『
旅
引
付
』
文
亀
元
年
九
月
七
日
条
。
「
後
慈
眼
院
殿
雑
筆
　
三
」
文
亀
元
年
某
書
状
案
に

　
　
上
洛
中
の
「
円
満
」
‖
円
満
寺
が
み
え
る
。

（
2
6
1
）
　
『
旅
引
付
』
文
亀
三
年
六
月
九
日
条
。

（
3
6
1
）
　
『
旅
引
付
』
文
亀
元
年
八
月
二
八
日
条
。
日
根
野
村
に
乱
入
し
た
日
根
野
氏
は
村
に
撃
退
さ

　
　
れ
、
政
基
か
ら
「
日
根
野
ヵ
名
田
四
丁
分
」
を
没
収
さ
れ
た
。
田
沼
睦
「
公
家
領
荘
園
の
研
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究
」
（
「
書
陵
部
紀
要
」
＝
一
号
、
一
九
六
〇
年
）
。

（
4
6
ユ
）
　
注
（
皿
）
文
書
。
『
九
条
家
文
書
』
五
八
四
号
永
正
二
年
水
垂
・
ひ
つ
め
被
官
衆
交
名
注

　
　
文
。

（
聯
）
　
注
（
1
1
）
安
西
論
文
。

（
聯
）
　
『
旅
引
付
』
文
亀
元
年
八
月
二
七
日
条
。

（
W
∀
　
『
旅
引
付
』
文
亀
三
年
九
月
二
六
日
条
。

（
8
6
ユ
）
　
例
え
ば
、
文
亀
元
年
に
政
基
の
甥
忠
厳
の
東
大
寺
東
南
院
門
跡
就
任
が
難
航
し
た
時
、

　
　
政
基

は
日
根
荘
か
ら
し
ば
し
ば
指
示
を
送
っ
て
い
る
（
『
旅
引
付
』
文
亀
元
年
五
月
二
九
日

　
　
条
、
「
後
慈
眼
院
殿
雑
筆
　
二
」
同
年
八
月
二
〇
日
竹
原
定
雄
奉
書
案
）
。

（
9
6
1
）
　
注
（
6
5
）
田
沼
論
文
。

（
0
7
1
）
　
注
（
6
7
）
文
書
。

（
1
7
1
）
　
『
九
条
家
文
書
』
一
」
○
号
文
明
＝
二
（
一
四
八
こ
年
日
根
荘
年
貢
納
帳
、
一
二
二
号

　
　
文
明
一
四
年
日
根
野
村
東
方
納
帳
案
。

（
2
7
1
）
　
『
旅
引
付
』
文
亀
三
年
九
月
九
・
一
〇
日
条
、
『
九
条
家
文
書
』
一
八
一
号
同
年
日
根
野

　
　
村
東
方
内
検
帳
。

（鵬
）
　
注
（
6
0
1
）
（
田
）
文
書
。

（
胴
）
　
『
九
条
家
文
書
』
一
五
八
一
号
大
永
二
年
小
塩
荘
帳
写
。

（
5
7
1
）
　
近
世
に
お
い
て
も
唐
橋
・
冨
小
路
・
信
濃
小
路
・
石
井
・
矢
野
氏
が
九
条
家
の
家
僕

　
　
（
堂
上
・
諸
大
夫
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
政
基
・
尚
経
期
に
増
加
し
た
他
の
侍
身
分
の
家

　
　
僕
・
被
官
（
●
の
「
侍
身
分
の
家
僕
」
の
「
③
そ
の
他
」
）
の
動
向
は
定
か
で
な
い
。
家
領

　
　
支
配
を
支
え
た
彼
ら
の
行
方
（
脱
落
な
ど
）
も
問
題
と
な
る
。

（
田
）
　
注
（
7
6
）
（
7
8
）
な
ど
絵
図
史
料
の
活
用
に
よ
る
東
九
条
境
内
の
構
造
分
析
が
課
題
と
な

　
　
る
。

（
7
7
1
）
　
現
在
の
荘
園
制
再
編
成
論
は
、
鎌
倉
中
期
以
降
の
権
門
内
部
の
領
有
構
造
の
変
質
・
改

　
　
編
に
議
論
の
焦
点
を
置
い
て
中
世
後
期
ま
で
を
展
望
す
る
研
究
が
多
い
。
無
論
、
そ
の
成

　
　
果
を
踏
ま
え
る
必
要
は
あ
る
が
、
た
だ
中
世
後
期
の
荘
園
支
配
の
継
続
に
と
っ
て
鎌
倉
後

　
　
期
ま
で
の
荘
園
領
有
構
造
や
所
職
の
性
格
は
決
定
的
な
要
件
で
は
な
い
。
む
し
ろ
内
乱
期

　
　
以
降
の
国
家
機
構
（
幕
府
・
守
護
体
制
）
や
在
地
社
会
と
の
関
係
そ
の
も
の
の
あ
り
方
が
、

　
　
最
重
要
課
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
（
泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
歴
史
館
い
ず
み
さ
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
協
力
者
）

（二
〇
〇
二
年
六
月
七
日
受
理
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
四
日
審
査
終
了
）

九
条
家
・
家
僕
関
係
系
図

埜「

［
黍記

階1

女
子

（政
基
姉

　
　
　
　
　
　
　
（
西
坊
城
）

＊
『
新
修
泉
佐
野
市
史

り
抜
粋
・
作
成
。

政
紹

（醍
醐
寺
三
宝
院
・
東
大
寺
東
南
院
門
跡
）

忠
承

（毘
沙
門
堂
門
跡
）

忠
厳

（三
宝
院
・
随
心
院
・
東
南
院
門
跡
）

赤
松
政
則

（播
磨
国
守
護
）

細
川
政
元

（幕
府
管
領
・
京
兆
）

　
在
名

　
以
緒

　
（
家
僕
橘
氏
養
子
）

　
定
雄

　
（
在
数
養
子
）

竹
原
定
雄

（唐
橋
在
満
）

第
五
巻
　
中
世
2
』
「
付
録
図
表
」
の

尚
経

植
通

松
喬

（相
国
寺
松
泉
軒
主
・
赤
松
政

則
猶
子
）

至§享藁4竃 澄
之

（細
川
政
元
家
督
養
子
）

義
尭

（三
宝
院
門
跡
）

道
悟

（円
満
院
門
跡
）

養
慶

（円
満
院
門
跡
）

女
子

　
　
　
不
断
光
院
）

禅
智
院
）

慈
受
院
）

　
　
　
　
　
（
日
根
荘
で
出
生
）

「
九
条
政
基
関
係
系
図
」
（
廣
田
作
成
）

よ

245



国立歴史民俗博物館研究報告

　第104集2003年3月

表　九条家領および関係寺院所領の奉行・上使（政基・尚経期）

荘園・所領（国名） 奉行（代官・荘官）・上使

東九条御領（山城） 下司＝石井数安・在利　公文・代官＝矢野氏

不断光院領（山城） 代官＝石井顕親

東九条一音院領（山城） 代官（ヵ）＝石井氏

小塩荘（山城） 芝尭快（随心院門跡預所）［…永正元（1504）年…］

奉行＝信濃小路長盛・白川富秀〔永正2（1505）年…］

直務代官＝竹原定雄［永正4（1507）年…］

上使＝矢野治清［永正2（1505）年…］

毘沙門堂領大原田（山城） 代官（ヵ）＝矢野治清［…文亀2（1502）年…コ

嵯峨往生院領（山城） 奉行＝矢野在清［永正14（1517）年］

日根荘（和泉） 奉行＝唐橋在治［…文明4　（1472）年…］

唐橋在数［…文明14（1482）～明応5（1496）年］

冨小路俊通・資直（冨小路方奉行）［文明11（1479）年…］

信濃小路長盛（領家方奉行）［明応6（1497）～永正元（1504）年…］

石井在利（同上）［明応6（1497）～文亀元（1501）年］

竹原定雄（同上）［文亀2　（1502）～永正元（1504）年］

上使＝源太国利［…明応9（1500）年］

政基在荘期　上使・検使・定使たち多数あり

（山田重久・本間祐舜・小原掃部助・塩野兵庫助など）

輪田荘（摂津） 奉行＝唐橋在数（ヵ）［…文明6　（1474）年］

往生院領板川（摂津） 石井長親［…文明13（1481）　～文亀2（1502）年］

東南院領石川荘（大和） 奉行＝本間祐舜［文亀元（1501）年］

田原荘（播磨） 奉行＝唐橋在治［…文明4（1472）年…］

唐橋在数［…文明8（1476）年…］

白川富秀［…明応7（1498）～大永元（1521）年…］

上使＝矢野筑後守　注進使＝長岡三郎左衛門［文明9（1477）年］

上使＝矢野数清［…明応9（1500）～永正3（1506）年…］

段銭御使＝矢野在清［永正12（1515）年…17（1520）年…］

田原荘一音院分（播磨） 奉行＝竹原定雄（唐橋在満）［永正12（1515）年…］

上使＝芝盛親［永正12（1515）年］

蔭山荘（播磨） 奉行＝白川富秀［明応5（1496）～大永元（1521）年…］

御使＝矢野数清［明応6　（1497）年…］

松泉院殿御使［大永8（1528）年］

白河（白川）方［天文3（1534）年］

蔭山荘下村本所分（播磨） 給主＝光明峯寺成身院［文安5（1448）～明応5（1496）年…］

山門釈迦堂［永正7（1510）年…］

駅里荘（備中） 奉行＝唐橋在数［文明9　（1477）年…］

石井在利［永正15（1518）年］

二宮（尾張） 奉行＝唐橋在治［文明2（1480）年］

下有智御厨内橘（美濃） 奉行；白川富秀［明応5（1496）～文亀元（1501）年…］

大聖寺領片山荘（土佐） 新右衛門尉某（年貢督促使）［文亀元（1501）年］
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The　Later　Middle　Ages　Kujo　Fami1プs　Servants　and　Kujo　F㎜ib戸s　Shoen

HIROTA　Koji

The　house　management　mechanism　centered　on　kaboku　servants　is　one　of　the　things　that　maintained

the　control　over　the　keryo．　The　servants　of　the　Kulo　family　in　the　later　Middle　Ages　comprised

shodaibu－class　servants　and　samurai　status　servants　known　as　810b耽s吻6吻，〃θi4αおα’α〃沈，etc．　In　the

process　where　the　keishi　had　been　dropping　off　since　the　early　Middle　Ages，　there　remained　kaboku

servants　in　a　stronger　employer－employee　relationship　with　the　Kujo　family，　with　the　setup　changing

its　nature　so　that　the　family　chief　had　direct　overall　control　over　even　servants　with　samurai　status．　The

relationship　between　the㊤mily　and　the　servants　became　more　and　more　like　a　relationship　between

family　and　family，　and　the　composition　of　the　Kulo　family　servants　in　the　later　Middle　Ages　appeared　to

be　6rmly　established　in　the　times　of　kujo　Mas㎜oto　and　Hisatsune．

　　　Of　the　Kujo－ke　ryo　shoen　in　the　later　Middle／㎏es，　the　Hineno－sho　is　pa由cularly　well　kno㎜．　How－

ever，　that　was　not　the　family’s　only　interest．　There　were　several　others　in　the丘ve　Kinai　provinces　and

Saigoku．　The　shoryo　of　temples　related　to　the　Kujo　family　also　spread　in　the　Kinai　and　Saigoku，　and

there　was　remaining　reliance　on　the　Kujo　f㎜ily　fbr　shoryo　control．　In　particular，　in　the　Higashi－Kujo－

Goryo（inside　the　temple　precincts）that　complicates　the　temple　shoryo，　the　Kujo　family　adopted　a丘oη一

夕α吻levy　system，　shifting　the　temple　shoryo　more　towards　being　a　kujo　keryo．

　　　The　actual　control　of　the　keryo　was　left　to　shodaibu－class　kaboku　servants　as　the　bugyo　and

samurai－status　kaboku　servants　as　joshi．　Dudng　this　period，　the　essence　of　shoen　control　was　to　take

whatever　steps　could　be　taken　to　gain　as　much　income　as　possible　from　the　shoen．　To　achieve　that，　the

bugyo　and　joshi　frequently　visited　the　keryo，　preventing　daikan　and　local　powers　from　uprising，　and

used　ana茸ha　to　collaborate　in　the　work　of　shoen　administration．　The　servants　themselves　were　in　a　de－

pendency　rela60nship　to　cover　the　costs　of　visi廿ng　the　shoen　to　pe㎡om　their　adminis仕a6ve　dudes，

and　also　to　ensure　their　salaries，　and　this　setup　supPorted　the　parallel　control　of　the　d澁｝rent　karyo．

The　kaboku　servants　were　required　to　be　capable　of　handling五nances，　and　pe㎡Orming　M〃θiαη4乃i毎

肋θ（励ακτθノ．In　cases　like　Hineno－sho　where　the　kujo　family　chief　visited　the　shoen　and　exerted

jikimu　direct　control，　there　was　a　control　mechanism　including　the　f㎜ily　and　a　number　of　servants

（bugyo　and　joshi）．　kujo　Masamoto’s　Hineno－sho　control　was　based　on　a　number　of　servants，　and　the

family－servant　employer－employee　rela廿onship　was　extended　to　others　such　as　priests　within　the
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shoen．　Masamoto’s　approach　to　controlling　Hineno－sho　was　not　a　lone　affair，　it　was　also　related　to　the

c皿trol　of　other　keryo，　with　the　summit　being　Hisatsune　of　Kyoto　Higashi　Kujo．　The　Kujo　family　in　the

late　Middle　Ages　reinforced　the　employer－employee　system　with　their　kaboku　servant　setup，　but　in－

stead　of　sh血ng　to　regional　ryoshu，　their　a輌m　was　to　fUnction　as　a　noble　family，　maintaining　an　income

from　a　number　of　shoryo　on　the　basis　of　shoen　administration　kaboku　servants．
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